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福島第一原発トリチウム汚染水（ＡＬＰＳ処理水） 

海洋放出方針に関する意見交換会の記録 

日時：2023 年 7 月 23 日（日）13：30～16:35 

場所：けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）

第３会議室（福島県郡山市堤下町 1 番 2 号） 

原子力規制庁出席者 1 名 

  地域原子力規制総括調整官(福島担当) 

                     南山 力生 

東京電力出席者（福島復興本社から４名） 

復興推進室 副室長       石井 淳 

広報グループ次長    山崎 敦史 ほか 2 名 

市民側参加者：約 4０名（記者数名含む） 

（注：この記録はチェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西とヒバク反対
キャンペーンの責任で録音を文字再生したものであり、発言者
によるチェックを受けたものではありません。） 

［福島から脱原発福島県民会議共同代表の狩野光昭さん

の冒頭発言］ 6 月 12 日の意見交換会から約 1 ヶ月間す

ぎて、前回はなかなか、議論が煮詰まり、噛み合うことがな

かったので、今回、それに続いて第 2 回目ということで、意

見交換会に出席して頂いて、東京電力、規制庁の関係者

の皆さん、大変有り難うございます。私たちは ALPS 処理

水ということではなくて、汚染水というふうな認識でとらえて

いるわけでありますけれども、政府のほうで海洋放出の時

期については、春から夏頃というふうにしていて、一貫して

放出方針は変わらないということで、もうすでに地中（海底

トンネル）もあけてということも踏まえてですね、私たちは従

来から、海洋放出ではなくて、陸地保管で対応していくと

いうような主張をずっと一貫して、主張しておりまして、そ

のことには変わりありません。2015 年の「関係者の理解な

しにはいかなる処分も行わない」というような確認書での方

針において、現在においても、相馬双葉漁協も海洋放出

には反対であるということには変わりないということであると

思います。先日は、IAEA 包括報告書の見解において、一

定程度の放出についての意見をもらったというようなことの

見解で、科学的な見解をもってですね、放出してもいいと

いうような考え方に際して、準備をしているわけであります

けども、関係者の理解を得ていない中で、東京電力は放

出のための工事は完了して、いつでも放出できる準備を

していくということで、これに対して、約束違反じゃないかと

いう、前回の私たちの申し入れに対して、その回答は、関

係者に丁寧に説明して行くというようなことの回答でありま

して、私たちはそれについては納得できないというようなこ

ともありますので、今回、そこら辺の見解についての意見

交換をしていきたいと思っております。ご存じのように今回

のですね、放出時期が迫る中で、中国、香港についても、

日本の魚介類の輸入に際して検査を強化するということで、

実際の害も出てきているような状況でありますので、そうい

った国際関係も踏まえた中でですね、私たちはやはり、陸

上保管というものの検討を今回も含めて求めていきたいと

いうふうに思っておりますので、お互い、忌憚のない、胸

襟を開いた意見のやりとりにしていきたいと思っております

ので、ぜひ、ご協力、ご理解をよろしくお願いしたいと思い

ます。以上で、代表のご挨拶に代えさせて頂きたいと思い

ます。 

[司会] みんな関係者だと私たちは認識しておりますけど

も、今日は、新地町から一番の関係者としての漁業者の

小野春雄さんが来てくださっているので、冒頭に挨拶を兼

ねて、思いを聞いて頂いた上で東電さんと規制庁のほう

から、ご回答を頂きたいと思います。 

［新地町から漁業者の小野春雄さんの冒頭発言］ 宮城県

との境で、漁師歴 55 年の小野と申します。先週も、18 日

に東電と我々との意見交換があって、いい答えがなくて、

実際に、皆さんが海っていうのがどういうものかわからない

と思いますけど、海って、魚を捕って、我々の仕事場です，

実際に。仕事場はそれ以外にないですから。皆無ですか

ら。東電や国に訴えたんだけど、いつから我々は本格操

業に入れるんですかと、わからない。廃炉はいつ頃終わる

んですか？わからない。なぜ、こういう事態で、地下トンネ

ルをやったのか。やるべきでないことが先なんですよ。東

電や国がやるべきことは、我々が、安心して海で仕事場を

自由に使う、今は自由に使うことができないですから。今

日は休みで、明後日は仕事にいって、あと２回で１０回に

なる。今 8 回出てるんですよ。大体、私は１０回、基本的に

１０回と決まってるんですよ。１０回を超えて出てはダメなん

ですよ。１ヶ月に１０回という規制もあるし、約束は守ります。

我々もね。常識あるし、ちゃんと管理もしているし、一番私

が不思議に思ったのは、海って大事なんですよ。皆が使う

海なんですよ。いろんな行事があるんですよ。我々の場合

には１０年に 1 回のお祭りがあるんですよ。お祭りにちゃん

と神輿を引き、そして、身体を清める。私に子どもが生まれ

れば、ちゃんと３日間何もしないんですよ。私は船に乗る

ことができないんですよ。そして、ちゃんと身体を清めるん

ですよ、朝に。１月の雪が降ったときも、どんなことがあっ

ても、ちゃんと身体を清めるんですよ。それくらい、海って、

清らかな、大事な海なんです。南相馬にだって、江戸時

代から続いた「はんもり」っていうのがあるんですよ。浜守

するためには、潮水を採って、その潮水を神様にあげるん

ですよ。こういうとこに汚染水を流していいわけないですよ。

海って、皆のものですよ。人間のじゃないですから。皆が

使うんですよ。海水浴もする、釣りもする、サーフィンもす

る。そんな大事なところに、なぜ海に流すんですか。根本

的なことなんですよ。海の代謝ってわからないですよね、

漁師以外には。我々は命がけでとってくるんですよ。そん

な魚を保存するだの、凍結するだの、我々はそういうため

に魚を消費者に提供しているわけではないですよ。美味

しい魚を捕るために我々はいろいろな工夫をして、今が夏

ならちゃんと氷を持って、ちゃんと鮮度を保って、より高く、

漁師の一番の目的は、いかに高く売るかですよ。今はほ

んとに高いですよ。それが、もし流せば、魚は売れないん

ですよ。それは、実際に１２年前にあったんですから。東
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京築地で、福島県の魚はいらないって。我々の努力でや

っと元に戻った、努力して、魚が売れるようになって、子々

孫々に迷惑を掛けないように我々はやっているんだから、

何も、海に流す必要がないのに、なんで、海に、海にって、

海はゴミ箱じゃないんですよ。何でも海に流せば罰金食う

んですよ、我々だって。罰金ですよ。何で汚染水だけがま

かり通るんですか。絶対おかしいですよ。今の時代に、何

でもダメ、かんでもダメ、我々だって、かつては下水だって

なんでも海に流しました。ダメになって、禁止になって、ゴ

ミ一つ出せないんですから。汚染水だけが、何でまかり通

るのかということですよ。言ってることが子どもみたいです

よ。誰が見たっておかしいでしょう。ゴミバッグもダメ、ゴミも

ダメ、何もダメ、かにもダメ、だけど、まかり通るのが汚染水

ですよ。汚染水じゃなくって、処理水。貯まったものを流す

んだもの、元々は汚染水でしょう、それは。言ってる人は

処理水だって、我々は汚染水だと思ってるんだから、身体

を清める、海は偉大なんですから。海の恩恵を人間は受

けてんのに、人間が何で流さなくちゃならないんです。海

に、１月、２月の寒い時期に行ってみな。凍える。手が凍

えるんですよ。身体がしびれるんです。消費者に届けるた

めに、そうした海からとってくるんです。一生懸命。美味し

い魚を食べさせるために。保存するために捕ってくるわけ

じゃないですよ。魚の卸だって難しいんですよ。１月に百

円の魚でも、６月、７月だと、１万円も２万円もする魚がある

んですよ、同じ魚でも。魚だって、時期によって美味しい

魚もあるし、値段も違うし、色々あるんですよ。我々は海が

汚されることが一番困るんですよ。我々の本格操業がい

つから始まりますよと、わかれば安心なんですよ。我々は

先が見えないから不安定なんですよ。福島県民だけ、な

んで、意味わかんないですよ。耐えて、耐えて、耐えて、１

２年間耐えたんですよ。まだ、４０年も１００年も耐えろと言

うんですか、我々に。福島県は何も解決してないんですよ。

恩恵を受けたのは東京でしょう。ロンドン条約だかなんだ

かわからないけど、福島県に流す必要がないんですよ、こ

れ。もし流すんだったら、恩恵を受けた東京湾ですよ。福

島県民はおとなしいんですよ。福島県民は自分の県を守

んないと。１００年後はどうなるかわからないよ。とてつもな

いデブリって爆弾に近いんですよ福島県民にとっては。

大変なことが起こることもあり得るんです、これね。デブリを

取出す目処が出てない。何も出てないのに、一番やって

はいけないことをやろうとしている。やる必要もないでしょう。

我々の本格操業の見通しがついた、廃炉の見通しもつい

た。それで、タンクに溜まり続ける。どうかお願いしますと

言うんならわかりますよ。話が逆なんですよ、これ。私、意

味がわかんないです、これ。なぜ、地下工事が始まったん

だか。本当に。そんなのやる必要ないんですよ。ちゃんと、

タンクに保管すればいいことなんだから。タンクに保管す

ることによって誰にも迷惑がかからないんですよ、これ。も

し流せば、子々孫々に、３０年か、５０年後に明確になる。

ここにいる人、３０年後、５０年後にいないでしょう。我々は

逃げることができないんですよ。ここを離れることはできな

いんですよ、仕事場だから。仕事場がなくなれば、廃業で

すから。あんたらはいいですよ、３０年後、５０年後にどうな

ってるかわかんないから。移動もできるし、やめることもで

きるけど。漁業者は特別、海を離れることができないんで

すよ、仕事場だから。今、大事なことは、ここに今、仕事が

ないということです。現実に。皆無ですから。これくらい、

肉体的苦痛、精神的苦痛、聞いてもらいたいですよ、

我々の声を。そういうことですから、絶対に流さないように、

お願いします。本当にお願いするしかないですよ。 

[原子力規制庁から南山力生さんの冒頭挨拶] 本日はこう

いう場を設定して頂きまして、大変有り難うございます。誠

心誠意お答えいたしますし、時間の限り、きちっと答えて

いきたいと思っておりますが、なるべくわかり合えるような

形で、終われればいいなと思いますけども。特にまとまっ

た挨拶でもございませんけども、よろしくお願いいたします。 

[東京電力から石井淳さんの冒頭挨拶] まずは、福島第

一原子力発電所の事故から１２年が経過してございます。

今もなお、広く社会の皆さまにですね、ご迷惑、ご心配を

おかけしていることに関しまして、深くお詫び申しあげます。

福島第一原子力発電所の廃炉作業につきましてはです

ね、多様なリスクを適切に評価をさせて頂きながら、長期

的、継続的にですね、リスクを下げていくようなことが大事

だと考えてございます。引き続き、安全を最優先にですね、

廃炉作業のほうを進めさせて、着実に進めさせて頂くこと

が事故の責任を果たしていくことだというふうに思ってござ

いますので、引き続き頑張って行きたいと思っております。

本日はですね、政府交渉呼びかけ１０団体様からのご要

請に基づいて、前回６月１２日の意見交換、７月３日に文

書回答、に引き続いての意見交換というふうに伺ってござ

います。頂いたご質問書につきましてですね、事前にご回

答できず、本当に申し訳ございませんでした。ちょっと準

備が整わずですね、私どものほうも鋭意資料のほうを作成

させて頂いて、本日ご用意させて頂いておりますので、後

ほど読み上げさせて頂きながら、ご確認を頂ければと思っ

ております。よろしくお願い致します。 

 
質問１．「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わな
い」との文書確約について 【東京電力】 
（１）福島県漁連は６月３０日の総会で、「ＡＬＰＳ処理水の
海洋放出に反対であることはいささかも変わらない」とす
る特別決議を全会一致で決議し、全漁連も６月２２日に同
趣旨の総会決議をしています。いずれも４回目の決議で
あり、東京電力と政府による「丁寧にご説明をさせていた
だく取り組みを重ね」た結果を受けての明確な返答であり、
極めて固い意思表明だと言えます。東京電力として、「こ
のような決議が変わらず続く中では、理解が一向に得ら
れておらず、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出は強行できない。」
と表明すべきだと私たちは考えますが、いかがですか。 

[東電回答]  当社としては、引き続き、ALPS 処理水の処

分を含めた、福島第一原子力発電所の廃炉・処理水等対

策について、丁寧にご説明させていただく取り組みを重

ねてまいります。 
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（２）「関係者」とは通常、「客観的な関係性」に基づき、「Ａ
ＬＰＳ処理水の海洋放出に関係するすべての利害関係者
(ステイクホルダー)」とされるべきところ、上記の考え方に
よれば、福島県漁連等の構成員であっても、「立場や考
え方などが異なれば関係者ではない」と排除しているか
のように受け止められます。他方、東京電力は２０２２年８
月３０日、被爆７７周年原水爆禁止世界大会福島大会実
行委員会の申入れに応じた際、「関係者とは、漁業関係
者、地元関係者に加え、福島県および廃炉・汚染水福島
協議会メンバーである」と回答しています。つまり、「関係
者」とは、福島県漁連・近隣県漁組合・全国漁業組合連
合会などの漁業関係者、ＪＡ福島中央会・福島県林連・福
島県生協連・福島県水産加工業連合会・復興共同センタ
ー・福島県・県内市町村議会および廃炉・汚染水福島協
議会メンバーなどの地元関係者、さらには、のべ約８０万
人の第一次・第二次海洋放出反対署名への署名者や中
国・韓国・太平洋諸島など海洋汚染の影響を受ける国内
外の人々であり、立場や考え方の違いによって排除され
るべきではないと私たちは考えますが、いかがですか。 

[東電回答]  繰り返しになりますが、『関係者』については、

人によって、様々なお立場、背景、影響の度合いがあり、

考え方、捉え方もそれぞれ異なることから、明確に線引き

することは難しいと考えております。当社は、事故の責任

を全うする実施主体として、漁業関係者などの地元をはじ

めとする皆さまの様々なご意見をお伺いしながら、福島第

一原子力発電所の廃炉・処理水等対策の各取り組みに

ついて当社の考えや対応をご説明させていただき、ご理

解を深めていただくことが重要と考えております。 

（３）「さまざまなご意見」を伺いながら、ことごとく無視し、
「基本方針ありき」で準備作業を着々と進め、一方的な説
明を淡々と実施し続けてきたことこそが、「関係者の理解
を妨げている」と認識すべきだと私たちは考えますが、い
かがですか。 

[東電回答] 当社は、原子力事故を起こした福島第一原

子力発電所の放射線リスクを継続的に低減していくため

の「廃炉・処理水等対策」を、安全の確保を大前提に、着

実に進める責務があると考えております。 

引き続き、漁業関係者の皆さまをはじめ地元の皆さまに

対し、ご意見を伺いながら、廃炉・処理水等対策に関する

当社の考えや対応について、説明を一つひとつ重ねてま

いります。 

（４）海洋放出設備の使用前検査に合格し、海洋放出の
準備作業がすべて完了したとしても、また、たとえ政府が
海洋放出を最終決定したとしても、「関係者の理解が得ら
れない限り、東京電力として海洋放出を強行することはな
い。」と表明すべきだと私たちは考えますが、いかがです
か。 

[東電回答] 当社としては、引き続き、ALPS 処理水の処分

を含めた、福島第一原子力発電所の廃炉．処理水等対

策について、丁寧にご説明させていただく取り組みを重

ねてまいります。 

 
質問２．「サブドレン及び地下水ドレン運用指針」および
「福島第一原発 特定原子力施設に係る実施計画」につ
いて 【原子力規制委員会】 【東京電力】 
（１）東京電力は７月３日の回答で、海側遮水壁閉合に伴
う地下水ドレン汲上による「集水タンクへの移送量が想定
よりも多く、集水タンクへの移送停止で地下水位の上昇

が継続し、地下水ドレンの汲み上げ水の移送先を集水タ
ンクから 2 号タービン建屋へ切り替えた」と答えています
が、海側遮水壁閉合に伴う地下水ドレン汲上開始直後の
データとは整合しません。７月３日の回答は「緊急対応」
をでっち上げるために虚偽の事実をねつ造したものだと
私たちは考えますが、いかがですか。そうでないと主張す
るのであれば、それを裏付ける地下水位と移送量などの
時々刻々のデータを示してください。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答] 地下水ドレンが稼働した 2015 年 11 月以降の

地下水位及び移送量のデータが示すように降雨により地

下水位が上昇してきたために、先回回答の通り、汚染した

地下水が海洋へ流出することを回避するためにタービン

建屋へ移送しています。2015 年 11 月汲み上げ開始当初

は T.P.2m（Tokyo Peil の略, 東京湾平均海面基準の標高

2m）を一つの目安として、降雨により水位が上昇すると、

汲み上げ量を増加させて、T.P.2m に水位低下させるとい

う運用を行っておりました。 

データは、別紙『2.5m 盤水位』及び『地下水ドレン移送

量』を参照。 

（２）海側遮水壁閉合後に中継タンクＡとＢからほぼ全量
がタービン建屋へ移送されたのは、「集水タンクへの移送
量が想定よりも多かったため、集水タンクへの移送を停
止して、タービン建屋への移送へ切り替えた」のではなく、
「全量を集水タンクへ移送すれば満水時に 1,500Bq/L を
超える恐れがあったからだ」と私たちは考えますが、いか
がですか。そうでないと主張するのであれば、それを裏付
けるトリチウム濃度などのデータを示してください。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答] 集水タンクへの地下水ドレンの移送量が増加

すると、集水タンク内のトリチウム濃度が上昇することを想

定していたことは、先回回答の通りです。地下水位を保持

するために必要な移送量が想定以上に多く、汲み上げを

停止すると、汚染した地下水が海洋へ流出する虞がある

ために、タービン建屋へ移送しています。その後、陸側遮

水壁及びフェーシングの効果により、汲み上げ量の増加

が抑制されてきた状況を踏まえて、汚染水発生量の抑制

にも努めています（集水タンクへの移送を増加） 

集水タンクのトリチウム濃度データは、別紙『集水タンク

H3 濃度』を参照。 

（３）（１）と（２）で明らかなように、「緊急対応」すべき事態

など発生しておらず、地下水ドレン汲上水の中継タンクＡ

とＢでトリチウム濃度が予想通り高く、実施計画に従って

集水タンクへ全量移送すると 1,500Bq/L を超えてしまうた

め、実施計画にない「タービン建屋への移送ラインを設置」

し、規制委は実施計画の変更申請を求めず、黙認したと

いうのが実態ではないかと私たちは考えますが、いかが

ですか。そうでないと主張するのであれば、「緊急対応」を

要する事態だったと言える証拠データを示してください。 

[規制庁回答] 令和 5 年５月 10 日の第 10 回原子力規制

委員会資料１で示しているとおり、タービン建屋に移送さ

れ、汚染水として処理され、タンクに貯留されている「地下

水ドレン汲上げ水」は、2015 年当時、海側遮水壁の設置
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により地下水位が上昇したため、汚染された地下水が直

接海に流出しないよう、緊急対応の一環としてタービン建

屋に移送されたものと承知しています。 

[東電回答] （1）の繰り返しとなりますが、地下水ドレンが

稼働した 2015 年 11 月以降の地下水位及び移送量のデ

ータが示すように、降雨により地下水位が上昇してきたた

めに、先回回答の通り、汚染した地下水が海洋へ流出す

ることを回避するためにタービン建屋へ移送しています。

2015 年 11 月汲み上げ開始当初は T.P.2m を一つの目安

として、降雨により水位が上昇すると、汲み上げ量を増加

させて、T.P.2m に水位低下させるという運用を行っており

ました。 

 データは、別紙『2.5m 盤水位』及び『地下水ドレン移送

量』を参照。 

（４）「ウェルポイント汲上水のタービン建屋への移送ライ

ン」も、「地下水ドレン汲上水のウェルタンクを介したター

ビン建屋への移送ライン」も、本来は実施計画対象設備

にあたり、実施計画に記載すべきものだったと私たちは

考えますが、いかがですか。そうであれば、原子力規制

委員会の瑕疵が疑われ、その責任が問われます。そうで

ないと主張するのであれば、その根拠を具体的に示して

ください。 

[規制庁回答] 令和 5 年５月 10 日の第 10 回原子力規制

委員会資料１で示しているとおり、2015 年当時、「地下水

ドレン汲上げ水」のタービン建屋への移送が緊急対応の

一環であることから、実施計画に当該移送に係る設備等

を記載することは求めておりません。 

[東電回答] 発災当時に流出した汚染水の影響で、2.5m

盤は汚染レベルの高い地下水が存在し、更なる海洋への

流出防止対策として、水ガラスによる地盤改良を実施して

おりますが、これにより局所的に地下水位が上昇して地盤

改良を超えて汚染が拡大することを防止するために、仮

設設備にてウェルポイントを設置しており、緊急対策として

実施しているものです。また、ウェルタンクを介した 2 号タ

ービン建屋への移送ラインも、地下水位の上昇に伴い汚

染した地下水の海洋への流出を回避するため 緊急的な

対応として使用したものです。 

 

（５）地下水ドレン汲上げ水前処理後の濃縮塩水移送先

を３号機とした本当の理由は、「ウェルポイント汲上げ水と

地下水ドレン汲上げ水のウェルタンクを介した２号タービ

ンへの移送ラインがすでにあり、それが実施計画に未記

載の違反状態にあったため、今さら濃縮塩水の２号ター

ビン建屋への移送を『新設』ラインとして申請できない」と

いう事情があったのではないかと私たちは考えますが、

いかがですか。これも、実施計画違反や実施計画未記載

の瑕疵などを隠蔽する行為の一環だと思われます。そう

でないと主張するのであれば、その根拠を具体的に示し

てください。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答] 地下水ドレン前処理設備の移送先の検討に

あたり、それまでの豪雨・大雨時における建屋への流入量

（雨水・地下水、T.P.2.5m 盤からの建屋への移送等含む）

は、2016 年 9 月で日量、最大で約 1,400m3/日（号機別で

単純按分すると約 350m3/日ずつ）となっており、このとき 2

号機においては T.P.2.5m 盤の汲み上げ水として地下水

ドレン及びウェルポイントから約 600m3/日を追加で移送し

ております。 

 この状況に鑑み、建屋滞留水処理への負荷バランスを

考慮し、地下水ドレン前処理設備で処理した水の移送先

については、2 号機ではなく、3 号機へ移送することにより、

タービン建屋からの移送量の平準化を図ったというもので

す。なお、このときの 2 号機、3 号機各々のタービン建屋

からの移送ポンプは 12m3/h×１台での移送となっていま

した。 

（６）（１）～（３）で明らかなように、「緊急対応」と主張する
事実が存在せず、本来は、「地下水ドレン汲上水はすべ
て集水タンクへ移送され、満水時にトリチウム濃度が
1,500Bq/L を超えれば、タンク等へ移送されて貯留し続け
る」ことになっていた水です。地下水ドレン汲上水のター
ビン建屋への移送が集水タンクの満水時にトリチウム濃
度が 1,500Bq/L を超えることを防ぐために実施されたもの
である以上、タービン建屋へ移送されＡＬＰＳで処理され
た６.５万トンの水は集水タンク満水時にタンク等へ移送さ
れるべき水に相当する水であり、これを希釈・排水するの
は運用方針違反であり、実施計画違反だと私たちは考え
ますが、いかがですか。そうでないと主張するのであれば、
その根拠を具体的に示してください。 

[規制庁回答] タービン建屋に移送された「地下水ドレン

汲上げ水」は、建屋内に継続的に直接流入している地下

水と同様、多量かつ高濃度の汚染水と混じり合うことから、

規制委員会としては、汚染水として取り扱うべきものであり、

実施計画に定められた汚染水処理設備（セシウム吸着装

置等）や多核種除去設備等で処理した後、ALPS 処理水

として海洋放出することが実施計画違反になるとは考えて

いません。 

[東電回答] 繰り返しになりますが、T.P.2.5m 盤における

汚染地下水の海側速水壁から海洋への越流回避、なら

びに地下水位保持として緊急的に地下水ドレンで汲み上

げ、タービン建屋へ移送された水は、運用方針における

汲み上げた地下水とは異なり、建屋内に継続的に直接流

入している地下水と同様、「汚染水」として取り扱うべきも

のです。「汚染水」を浄化処理した ALPS 処理水の海洋放

出が実施計画違反になるとは考えておりません。 

 
質問３．線量告示による公衆の被ばく線量限度 1mSv/年
の担保について 【原子力規制委員会】 【東京電力】 
（１）福島第一原発は特定原子力施設に指定され、法令
の一部は遵守対象から除外されていますが、「線量告示」
は除外されておらず、敷地境界の「実効線量と 1mSv/年
との比」および「放出放射能濃度と告示濃度限度との比
の総和」の合計が１を超えないこと、すなわち、公衆の被
ばく線量限度 1mSv/年を超えないことが求められていま
す。しかも、線量告示には、現存被ばく状況や計画被ばく
状況の区別はなく、実効線量から除外できるのは自然放
射線と医療被ばくだけです。つまり、「追加線量が 1mSv/
年を超えなければ違法ではない」とする根拠法令など存
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在しないと私たちは考えますが、いかがですか。そうでな
いと主張するのであれば、その法的根拠を具体的に示し
てください。 

[規制庁回答] 福島第一原子力発電所は、事故時の放出

により沈着した放射性物質が広域に広がっており、施設

の状況に応じた適切な方法により管理を行うことが必要で

あるため、原子炉等規制法第６４条の２第１項に基づき特

定原子力施設に指定し、「現存被ばく状況」を前提とした

規制を行っています。この前提の下、措置を講ずべき事

項において、追加的な放出等による敷地境界での実効線

量を「1mSv/年未満」とすることを求めており、現在の福島

第一原子力発電所は、同要求を満たした状態であると承

知しています。 

   また、1F 規則第 16 条（工場または事業所において行

われる廃棄）及び 1F 告示は「線量告示」と同様に、廃棄

する排水又は気体中の放射性物質の濃度等を制限する

ことを目的としているため、その際に既に環境中に存在す

る放射性物質からの放射線を含めるものではありません。

従って、ALPS 処理水の海洋放出がこの規制基準を満足

するかたちで行われる限り、問題があるものとは認識して

おりません。 

[東電回答] 福島第一原子力発電所は、原子炉等規制法

第64条の2第1項に基づき特定原子力施設に指定され、

同法第 64 条の 2 第 2 項において、原子力規制委員会が

特定原子力事業者（福島第一原子力発電所においては

当社）に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、実

施計画の提出を求める事が規定されています。 

同法第 64 条の 2 第 2 項の規定に基づき、原子力規制

委員会が定めた「措置を講ずべき事項」の「Ⅱ．設計、設

備について措置を講ずべき事項」において、以下の通り

規定されています。 

  ～以下引用～ 

11．放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射

線防護等 

    特定原子力施設から大気、海等の環境中へ放出さ

れる放射性物質の適切な抑制対策を実施することに

より、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。 

    特に施設内に保管されている発災以降発生した瓦

礫や汚染水等による敷地境界における実効線量（施

設全体からの放射性物質の追加的放出を含む実効

線量の評価値）を、平成 25 年 3 月までに 1mSv/年未

満とすること。 

  ～引用終わり～ 

 （参考）措置を講ずべき事項 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11105588/www.

nsr.go.jp/data/000025782.pdf 

詳細は原子力規制庁へご確認ください。 

（２）「廃炉作業に伴う追加的な放出等については、通常

の原子力発電所と同様の規制を受けています」と主張す

るのであれば、敷地境界モニタリングポストで空間線量

が 1mSv/年を大幅に超える福島第一原発では線量告示

違反の状態にあり、ALPS 処理水の海洋放出のような追

加的放射能放出は原則として認められないと私たちは考

えますが、いかがですか。 

[規制庁回答] (1)への回答と同じ。 

[東電回答] 東京電力株式会社福島夢一原子力発電所

原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する

規則第 16 条（工場または事業所において行われる廃棄）

及び、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉

施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な

事項を定める告示第 8 条において、通常の原子力発電所

と同じ「線量告示」の別表第二の廃棄する排水又は気体

中の放射性物質の濃度等により規制される事が規定され

ています。 

詳細は原子力規制庁へご確認ください。 

質問４．ＡＬＰＳ処理水を海洋放出しなければならない３
つの理由について 【原子力規制委員会】 【東京電力】 

政府や東京電力は「廃炉を進めるためにはＡＬＰＳ処理
水の海洋放出は避けて通れない」と主張し、①タンクは２
０２３年春頃（今の評価では２０２４年２～６月頃）満水に
なる、②廃炉作業のために敷地を空ける必要がある、③
汚染水は今後も発生し続けるという３つの理由を挙げて
います。しかし、これらには根拠がありません。東京電力
による６月１２日と７月３日の回答は、私たちの批判に正
面から答えず、①は「タンク増設はしない」方針ありき、②
は「不要不急の敷地利用」計画ありき、③は「汚染水発生
ゼロはめざさない」方針ありき、の回答に終始しています。
つまり、３つの理由は、「海洋放出ありきを前提に捻出さ
れたもの」だったのです。 
（１）①については、「フランジタンク解体エリアには溶接タ
ンク約９万トンが増設可能で、空けた状態の予備タンクが
２.５万トンもあり、計１２万トンの余裕がある」との私たち
の指摘に、東京電力は正面から答えませんでした。その
代わりに、②との関連で、「燃料デブリ取出しに関連する
メンテナンス施設・保管施設や、１～６号機の使用済燃料
プールを空にするために必要な乾式キャスク仮保管設備
などを２０２０年代前半頃に着工する」ため、「フランジタン
ク解体跡地を含め敷地を有効活用する計画」を対置した
のです。つまり、「タンクが満杯になる」との主張は、「溶接
タンクをこれ以上増設しないという方針ありきの人為的な
理由」にすぎなかったと私たちは考えますが、いかがです
か。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答]  今後、福島第一原子力発電所において、よ

り本格化する廃炉作業を安全・着実に進めるためには、

敷地内に新しい施設を建設する必要があります。敷地内

にタンクをこれ以上の増設は、今後の廃炉作業に支障が

出る虞があり、ALPS 処理水を処分してタンクを減らすこと

が必要と認識しています。 

 
（２）②の敷地利用計画については、事故を起こした１～４
号機の使用済燃料の保管だけなら十分すぎる容量（共用
プールと乾式キャスク仮保管設備の容量 10,699 体に対
し、１・２号機使用済燃料を加えても 9,507 体の貯蔵で
1,192 体の余裕）がすでにあるのですが、事故を起こして
いない５・６号機の使用済燃料 2,830 体の貯蔵プールから
の搬出・保管が必要だとし、共用プール 6,595 体（容量
6,734 体）の乾式貯蔵化も進めるという新たな敷地利用計
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画を持ち出し、敷地が足りない状況を人為的に作り出そ
うとしています。「デブリ取出の困難さや廃炉作業の見通
しのなさこそが廃炉作業を妨げている主な原因であり、タ
ンク貯留がその主な原因ではない」ことを認めるべきだと
私たちは考えますが、いかがですか。そうでないというの
であれば、デブリ取出や廃炉作業の見通しについて裏付
けのない抽象的なものではなく、具体的な内容を示してく
ださい。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答]  廃炉の一環である ALPS 処理水の処分につ

いても見通しを付けることは、廃炉作業の見通しを付ける

ことになると考えております。 

（３）③についての回答は、「２０２８年度に汚染水発生量
を１日当り５０～７０m3 まで低減することをめざし取り組ん
でおり、現状において十分管理されていることから、この
措置を継続していきます。従って、地下水の流入を完全
にゼロとすることはできません。」というもので、「汚染水
発生ゼロはめざさない」という方針ありきと言えます。ＡＬ
ＰＳ処理水を海洋放出しなければならない理由など存在
せず、東京電力や政府の主張するいずれの理由も、「海
洋放出方針ありきの取って付けた理由」に過ぎないと私
たちは考えますが、いかがですか。 

[規制庁回答] なし 

[東電回答] 配管貫通部以外からも建屋内へ流入する可

能性は否定できないことから、建屋内滞留水の水位よりも

周辺の地下水位を高い水位で管理することにより、建屋

外へ汚染水が流出しないよう管理しております。  

（４）国際原子力機関 IAEA の７月４日最終報告では、
「ALPS 処理水の海洋放出に対するアプローチおよび東
京電力、原子力規制委員会、日本政府による関連活動
は、関連する国際安全基準と合致している」、「総合的な
評価に基づいて、東京電力が現在計画している ALPS 処
理水の放出が人々と環境に及ぼす放射線影響は無視で
きる(negligible)程度である」と結論づけ、岸田首相は「健
康や環境に悪影響のある放出を認めることはない。科学
的根拠に基づき、高い透明性を持って国内外に丁寧に説
明していきたい」(福島民友新聞 2023/7/5)と述べていま
す。しかし、原子力推進のために労働者や公衆に被曝を
強要する際に IAEA や ICRP が本来守らねばならない放
射線防護体系で必須とされている「正当化」「最適化」「線
量限度」に即した評価すら十分にはなされていません。
「ALPS 処理水の海洋放出で誰にどのような利益が生ま
れ、損害が加わるのかの全面的な評価」、「放射線影響
をできるだけ少なくするためのＡＬＰＳ処理水処分策の詳
細な検討」、「公衆の被ばく線量限度を犯さないことの確
実な保障」のいずれも無視されています。また、「国際安
全基準」からは「放射性廃棄物その他の放射性物質の投
棄（故意の海洋処分）は、種類、形状または性状によらず
全面的に禁止する」としたロンドン条約と同条約締約国会
議に委嘱された専門家パネルによる評価結果が除外さ
れています。このように「国際安全基準」等を無視した
IAEA 報告に基づいてＡＬＰＳ処理水の海洋放出が国際的
に理解されたかのように振る舞うのは、「原子力推進のた
めには労働者や公衆の放射線被ばくはやむを得ない」と
する IAEA の立場に立ってＡＬＰＳ処理水の海洋放出を進
めることを宣言するものであり、やるべきではないと私た
ちは考えますが、いかがですか。 

[規制庁回答]  ALPS 処理水の海洋放出に関して政府に

おいて説明されている内容について、原子力規制委員会

としてはコメントを述べる立場にはありません。 

なお、IAEA が令和 5 年 7 月 4 日に公表した包括報告

書において、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に対する取組、及

び東京電力、原子力規制委員会、そして日本政府による

関連する活動は、関連する国際安全基準に合致している

と結論づけていること、ＩＡＥＡは、ＡＬＰＳ処理水の海洋放

出が、放射線に関する側面との関連で、社会的、政治的

及び環境面での懸念を起こしていることを認識する一方、

現在東京電力により計画されている放出は、人と環境に

対し無視できるほどの放射線影響となると結論づけている

ものと認識しています。 

[東電回答] IAEA 包括報告書では、IAEA と Euratom，

FAO，ILO，IMO，OECD/NEA，PAHO，UNEP，WHO に

より共同策定された基本安全原則 SF-1 に ALPS 処理水

の海洋放出が整合的であることを確認いただいています。 

基本安全原則 SF-1 の共同策定機関の中には、ロンド

ン条約の事務局である IMO（国際海事機関）も含まれます。 

（参考）基本安全原則 SF-1 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8659330/www.n

sr.go.jp/archive/jnes/content/000013228.pdf 

＜質疑＞ 

[司会] 一通りご回答頂いたということで、早速、意見交換

ということで、会場のほうから質問を受けていきたいと思い

ます。大きな１のところを約１時間、非常に重要なところな

ので、意見や質問を出して頂いて、それから２以降へ進み

たいと思いますが、会場からご意見がある方、挙手で。小

野さんどうですか。 

ＡＬＰＳ処理水は飲めるのか？ 

[会場] 前回の我々との意見交換会で私が不思議に思っ

たのが、タンクが満杯になっていると、トリチウム汚染水で

満杯になっても、これ以上増えないと。そして、トリチウムと

いうのはだんだん減っていくと、だったら、流す必要がな

いでしょう。減ってるし、貯まんないと言ってるし。女の人が

飲み水にしたらいいでしょうという厳しいことを言ったんで

すよ。そしたら、答えが、私は飲んでもいいんだが、法律

上、飲むことができないと言ってるんです。これは長沢先

生に聞きたいんですけど、どうなってるんだか。本当に、

飲むことはできるんだけど、法律上はダメだって、本人は

飲んでもいいんだって。法律上はダメだという答えなんで

すよ。トリチウムも、今、貯まっている以上は貯まんないと。

だんだん減っていくと。だったら、流す必要はない。矛盾

だらけで意味がわかんないんですよ、それ。どういうことな

んだか、答えを知ってる人に聞きたいんですね、本当に。

トリチウムって今のタンク以上に貯まっていかないのか、何

年か経てば減っていくんだとか、これが今、一番知りたい

んです。 

[司会] 小野さんが言われたのは、１８日の相馬双葉漁協

での意見交換会で、IAEAの報告で影響は無視できるとい

うところで、誰が無視するんだ、無視されるのは誰なんだと
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いう思いだと思うんですけど、納得がいかない、安全なん

だったら、飲んでみてくれと。経産省のどなたかが、飲める

もんだったら飲んでみたいですと仰ったんですけど、法律

的に核施設、原子力施設から出た放射性物質を飲むこと

はできないんです。じゃあ、なんで外に流せるのっていう

素朴なものだったと思うんですけど。長沢先生に、というご

指名でしたけど。 

子どもが処理水の水を飲むイラスト入りチラシも配布 

[会場] 私もその、相馬双葉漁業組合の主催による東京

電力と国の説明会に傍聴させていただいたんです。その

ときに、処理水の水を飲むことができるのかっていうことを

仰ったんですよ。経産省の答えは、飲むことはできるんだ

と、しかし、それは、法律上、放射性物質だから、飲むこと

が禁止されているんだっていうふうなね、そういう回答だっ

たんです。ところがですね、去年の１２月、それから今年に

かけて、学校現場にですね、いかにトリチウム汚染水が、

処理水が安全かという、曰く付きのチラシをこども達に配っ

たんですよね。そのイラストに処理水の水を飲んでいる子

どもが画いてあるんですよ。これは一体何なんだというそう

いう思いもあって、その質問が出たんだろうと思うんですよ

ね。そういうイラストが誤解されるようなチラシが全国にまか

れているんですよね。だから、その辺の見解はね、本当に

どうなのかというのはね、飲めるけれども、法律上はダメだ

と、そのことを前提にしても、チラシに子どもが飲んでいる

風景をね、画いているものを一人一人の子どもに配るとい

う、そういう行為はね、一体、どうなんだというね。そういう

抗議の声もあるんだよね。そのへんの見解はどうなのか、

規制庁に聞きたい。 

[規制庁回答] 法律上のことが出てきましたので、その点、

お話しさせて頂きますけども、チラシの件は、実は、私も現

物を見てなくて、恐縮でございますけども、その点はお答

えできないんですけども、経産省の方が放射性物質なん

で飲めないですというところなんですけども、こういうことだ

と思います。ALPS 処理水は、少なくとも、トリチウムは濃度

限度を超えてますので、これは飲めません。こういうことに

結論としてはなります。トリチウム以外のところは限度以下

にしたものということであれば、排水していいでしょうと。そ

の代わりに、トリチウムを十分に希釈して、トリチウム濃度

が基準を下回るようにして、排水する。ここが、規制上、預

っているところでございますので、十分希釈された排水は

放出できるということなんですけども、これを飲めるかって

いうことに関しては、海水で希釈してますので、これを飲

料水として、改めて諮らなければ、おそらく無理だろうとい

うところでございます。原子力の規制法のところにつきまし

ては、そこの飲む、飲まないというところにつきましては規

制外でございますので、そういう意味にはなります。そうい

うことで、お答えとしては、ALPS 処理水は少なくともトリチ

ウムが濃度を超えてますので、飲めません。こういうことに

なります。以上です。 

[司会] ALPS 処理水は飲めないけれども、薄めたら飲める

という・・・ 

[規制庁回答] そうは言ってません。原子力規制法の対象

ではなくなる。  

[司会] 単純に考えたら、薄めても毒は毒でしょうと。一般

の人達は、私たちはそういうふうに思うんですよ。私たちだ

けじゃなくて、マーシャル諸島ってご存じでよね、核実験

で被害を受けた。そこの人達に経産省が先日行って、い

ろいろ説明をしているんですけど、同じことを言われてる

んですよ。薄めてもやはり、毒は毒だと。 

[会場] 規制しなければならない規制委員会が、こども達

にチラシを配っていることを知らないっていうのはおかしい

んじゃないですか。 

[規制庁回答] いや、申し訳ない。それは、私が今日承知

していなかったので、配っていることは、文科省とか、経産

省とかでやっているということは存じております。その現物

を見てないものですから。その漫画とかですね、そういっ

たことは今日、それに対して答えることはできないという意

味でございます。 

[会場] 全国に配っているんだよ。全国のこども達に配っ

ているんだよ。規制委員会の規制のあり方として、そういう

チラシが公の場、そしてこども達に配られている事実、そ

れが本当にどうなのかという問題もある。イラストでね、飲

んでいる絵がある。それを知らないという。規制委員会の

規制のあり方として、これは問題になるんじゃないですか。 

[規制庁回答] 大変申し訳ございません。私の不勉強でご

ざいます。（「私じゃなくて、規制委員会としてどうなんだ」

との会場からの声を受けて）規制委員会として、イラストに

対してコメントできるかというとこなんですけども、今日、こ

の場でお答えはできないということです。先ほどの海水で

薄めた後の海水、希釈した後の処理水ですね、放出後の

規制のかからない、原子炉等規制法の規制のかからない

ものになったりしてしまうと、そこは環境省なり、厚生関係

の飲用水としてどうかという話になって、また規制が変わっ

てきますので・・・ 

[会場] そういうことを言ってんじゃなくて、要するに子ども

が飲んでいるイラストの入ったものが配られている。全国

に。それに対して、規制委員会が何もタッチしていないし、

わからなかったとかいうようなね、あなた個人か、規制委員

会そのものがわからないのかわからないけど、それがおか

しいんじゃないかということを言っているわけですよ。 

[規制庁回答] そこは、私個人として承知していなかったこ

とについては、反省致します。 

[会場] 東京電力はわかっていらっしゃるんですか。（東電

は沈黙） 

[会場] いいですね。わからない、わからないで済むんで
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すね。私どもではわかりません、原子力規制庁ではわかり

ません。東京電力ではわかりかねます。何ですか、いつも

その回答は。 

[会場] いや、あのね、相馬双葉漁業組合でもお母さん達

がそういう質問をしたんです。飲めるんですかという。お母

さん達が心配しているのは、こども達や孫達がね、そういう

イラストの図を見て飲んでしまうんじゃないかという、そうい

う不安と、それから、これから先も心配なんですよ。それに

対してしっかり答えてないから、あるいは、そのイラストは

間違いでしたっていうようなね、大変申し訳ない、全部回

収しますから、お詫びしますということが一切ないわけで

すよ。だから、これから先、不安で、不安でしようがない、

その浜の母ちゃん達の心配なんだ。 

[司会] 話がそのう、飲める、飲めないとか、安全かとか、と

いう話にいってますが、まず、一つはそういうことを、イラス

トを描いたものが文科省あるいは環境省とか経産省とかを

経由して、リスクコミュニケーションという名の下に広く、こ

の間、こども達も含め、配布されているという、それはご存

じですよね。東電さんも、規制庁さんもね。中身について

も、安全だ、丁寧にご説明して理解をして頂きたいって、

仰るのなら、一つ一つちゃんとチェックをされてですね、本

当にこれは適切なんだろうか、皆が納得いくような説明な

んだろうか、ということを吟味されるというのは、当然のこと

だと私も思いますが、東電さん、いかがですか。（東電沈

黙）今の話もお聞きになって。そういうイラストの入ったもの

が全国に配られたっていう事実はご存じでしょうか。（東電

沈黙）知らない？ 

[東電回答] 福島第一廃炉推進カンパニーの松尾と申し

ます。先ほどのチラシの件は報道等でもあったと思います

ので、学校を中心に配布されていたということは、そのこと

は承知しておりますけども、私も実物は拝見したことがな

いので、どういった記載になっているのかというところはち

ょっとわからないと。ただですね、今ご指摘のあった理解

を深めて頂くためのリスクコミュニケーションの活動というの

は大変重要なところだと思っておりますので、我々は東京

電力として、いろんな資料を作りながらご説明を尽くさせて

頂いているところでありますけれども、まあちょっと、アンテ

ナ高く見れれば良かったというところがございますけども。

ちょっと、そういう状況でございます。あと、先ほどの飲める

のか、飲めないのかというところでございますが、法令上

の扱いは、今、規制庁さんからもあったところでありますけ

れども、我々の認識としましては、現場で処理水があるの

は、トリチウムが希釈する前の高い濃度であるというと、保

管している間はですね、放射性液体廃棄物ということで位

置づけられるので、これは法令上、口にできないと認識し

ていますけども、これは法令にあるとおり、適切な形で処

理、あるいは希釈をすることによってですね、環境に放出

ができるというところで、そういう状態になれば、放射性物

質という観点からはですね、飲んでも、環境あるいは身体

に影響はないというものだというふうに、認識しているとこ

ろです。飲めるか、飲めないかというところはですね、飲料

に適したものかどうかという考慮がありますので。 

[会場] この根本原因を作ったのは麻生さんですよ。元総

理大臣の麻生さん、何て言ったの？飲んでも大丈夫って

いわなかった？麻生さんは。チラシの件も、何を言ってい

るのか意味がわからないということでしょう。このチラシの件

も、国民の税金でしょう。東電が払ってるんですか、このチ

ラシ（東電が「違います」と発言）。違うでしょう。税金を投

入して、こども達が勘違いして飲んだらどうするんですか。

これもね、税金を投入しているでしょう。血税ですよ。300

億円と聞いたけど、実際はわからないけど。300 億円もの

国税をかけて、正しいんだったらいいよ。何で、正しくない

のをわざわざ国が、国はどっちの味方なんですかね、やっ

ぱり国民を大事に、優先するのは国民でしょう、守るべき

は。子どもが勘違いし、間違って飲む可能性だってあるで

しょう。それがわかんないのかねえ。300 億円とか、400 億

円とかもかけて。根本的にこの原因を作ったのは麻生大

臣ですよ。麻生大臣に謝ってもらいたいですよ。あんなこ

と言ってよ。18 日だって、飲んだらいいだとか、何とかて出

るわけだべ。国家の元総理大臣がそういうこと言ったでし

ょう、何年か前に。国のトップが言うもんじゃないでしょう、

それ。本当に、我々を馬鹿にしている、福島県民を。我々、

一生懸命にね、死にものぐるいに働いてるんですよ。今後

のためになればいいなと思って。こんな暑いときに、ひど

いんですから、漁師だって、漁師は頑張ってるんですよ、

命がけで。倒れた人もいるんですから。私の息子にだって

言うんですよ、無理すんなよって。だけど、漁師は魚を見

たら本気になるんですよ。これだけ一生懸命に命をかけて

るんですよ。日射病で倒れた人もいるんですよ。そういう、

一生懸命仕事をやっているんですよ、我々は。生活のた

めに、今後のために、未来の夢のために。これを流したら、

未来がないでしょう。どうするんですか。我々に「やめろ」っ

ていうことですよ。海に流すってことは（「そうだ」の声）。

我々を守ってくださいよ。一番守るのは我々でしょう。誰を

優先するんですか。そうでしょう。方法がないんだったら別

ですけど、方法があるでしょう。いろんな方法が。 

[司会] その辺の話は後半で、技術的なことも含めて、こ

んだけ漁業者が、先日の 18 日の説明会もそうですけど、

将来のことも考えて、流すのは受入れられない、理解でき

ないという思いは、もう、どんなに説明を受けても、そうなん

ですよ。そういうことで、もう 1 回、話を戻したいと思います

が、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという

約束は守りますと、私も何遍も聞いていますけども、それ

が、説明をします、します、理解を得ますといいながら、先

ほど、佐藤さんが言ったように、子どもに飲ませるようなイ

ラストを描いたというのは、政府がそういうのを、しかも、政

治家がそれを飲むとか、飲まないとかいう話をするというこ

とで、そういう状況で、この夏に海に流すということが言え

るのかっていう、そういうことですよね。規制庁は存じ上げ
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なかったということですが、東電もこども達にそういう宣伝

があったということは、内容はご存じなかったわけですよね。

それがリスクコミュニケーションでいいのか、そんなことで

理解できないよという皆さんのご指摘だと思います。 

[東電回答] 私のほうからご回答させて頂きたいと思いま

す。経産省様のほうでお配りをされているということで、チ

ラシについては、私も現物を確認してなかったので、お詫

びをするしかないと思ってございますが、そこも、アンテナ

のほうが低かったのかなと思ってございます。ただまあ、

我々としましてはですね、ALPS 処理水の処分を含めて、

やはり、丁寧にご説明をさせて頂くというスタンスには変わ

りはございませんで、そちらの方をしっかり取り組んで参り

たいと考えてございます。 

[司会] 有り難うございます。アンテナが低いという問題で

もないと、あれだけ新聞でも騒がれて、見たこともないとい

うことを聞いてびっくりしましたね。 

説明会で、福島の人達の要望をどれだけ受入れたのか？ 

[会場] 郡山の藤井です。この説明会と、他の説明会とか

の話を聞いてて、本当に東電さんは事故の主体として責

任をとりたい、そのためにこの説明会があって、丁寧にっ

ていうことが何度も、ここにも書いてありますけども、今まで

やってきて、本当に福島の人達の要望をどれだけ受入れ

て、今ここに、いらっしゃるのかなということを知りたいなと

思ったんですが、いかがでしょうか。 

[会場] 私、いわきの佐藤といいます。まず最初にお話し

したいのは、おたくら、東電なり、規制庁なり、責任あって、

やめますとか、やりますとか、こうしますとか、言える立場じ

ゃないですよね。いわゆるここにおられる方は。それは当

然、仕方ないですが、会議をやった中身についての報告

をちゃんとやって、それがやはり関係者に伝わる、何て言

うの、共有化されるということがなければ、何回説明会をや

っても、何も前進しないし、と思うんです。それで、おたくら

は安全、安心ということで、原発を推進してきて、それで事

故を起こしたわけですよね。今回も、汚染水は安心です、

安全ですと言ってるけれど、これ、誰が信用すると思いま

すか。ほとんど国民は信用してないですよ。そのことが、

政府説明不十分８０％、風評被害が起きる８７％、というよ

うな全国の共同通信社の世論調査がでているわけです。

私がこの説明会の話をしたら、あれは茶番劇だよと、それ

は素人の方ですよ。普通の一般の人が、佐藤さん、あれ

は茶番劇だと。あんなの見たら、誰でもわかる、おかしいと

いうのが。安全だ、どうのこうの、そして IAEA、あと規制庁

も含めて、何て言うの、外堀埋めたような安心してください、

みたいな情報を流してるけども、皆そう思っていますよ。誰

もね、政府が言ってることは、その通りだと思ってないです

よ。だから、こういう結果が出るんですよ。しかもですね、い

かなる処分も行わないと言っていながら、一方では、工事

を完遂したわけでしょう。段取りできましたと。そんなね、人

を馬鹿にした話はないですよ。だから、ここにいる皆さん

は、はっきり、どういう意見が出たのか、どういう問題がある

のか、ということを正確に、上司なり、上の全体に、報告を

してもらわないと、この会議、何回やっても、説明しました、

説明しましたって、何回やったって、意味ないでしょう。そ

のことを、今、前段に話された問題は明らかになったという

ことですからね、とりあえずこの問題に関して、私のほうか

ら意見を申し上げます。 

「関係者」とは誰か？ 

[会場] 二本松の田口と申します。ちょっと進め方として、

これは、あれですかね、あのう、今、書いて頂いた１項につ

いてやるということなんですね。 

[司会] そうです。ただ、やっぱり皆さんの意見がいろいろ

出てくるので、それをみながら、私のほうで整理させてい

ただいています。 

[会場] ４項に関係する話ではあるんですけど、最初の関

係者、未だに線引きするのは難しいといっている。これは

あのう、たぶん、テレビでインタビューに本社の代表が言

ったことをそのままここに記載されていると思うんですけど。

私ら、関係者というのは、少なくとも、消費者ね、これも含

めないとまずいなと、まあ、世界中の人は関係者ですよ、

少なくともね。太平洋諸国の人々もそうですし、当然、魚を

食べる我々消費者、これは関係者ですよ。その最終的な

被害を被るのはですね、漁業関係者もそうなんですが、知

らず知らずのうちにその魚を食べて、何らかの健康被害を

生ずるような人、消費者なんですよね。これについては、

最終的には、そのう、その原因がわからない、と。要するに、

国、東電は逃げちゃうんですよね。そこんところも含めた、

消費者も含めて、関係者にしてもらわないと困ります。た

ぶんね、この間、東電の方、説明したと思うんだけど、非

常に後退した回答なんで、ちょっと怒りを覚えるんだけども。

その点を含めて、改めてほしいと思っているんですけど、

いかがですか。 

[司会] いくつか出たので、まず、この夏に流すといって、

もう夏になって、こんだけ、いろんな意見が出ている中で、

どこまで福島の思い、福島で事故まで起こして、被ばくま

で、放射能も振りかぶった、福島の人達の思いをどこまで

受け止めたんだろうか、と。安心、安全と言いつつ、事故

を起こして、未だに世論調査をすれば、反対あるいは風

評被害を懸念というのが大半という中で、そういう一方的

な説明ばかりしてるんじゃないか、と。そして、二本松の方

からは、関係者って、もう一回はっきりさせてほしい、誰な

のかと、東電は考えているのか、と。今日の回答では、そ

こらへんは、この間の回答よりも後退したんではないかと

いうようなご指摘もありましたが、どこまで福島の思いを受

け止めたのか、どうですか、東電さん。皆さんは、一方的

な説明ばかりされていると、到底ご理解を得られるようなこ

とにはなっていませんよというご指摘なんですけど。それ
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に対してコメントでも結構です。 

[東電回答] まず、藤井様からのご意見でございます。ご

意見を頂き、大変有り難うございます。仰る通りだと思いま

す。我々、１２年前ですね、福島第一で事故を起こしてし

まいまして、福島県、あのう、皆さまに未だに非常にご不

便をおかけし、ご心配をおかけしているという状況で、大

変申し訳ないという状況でございます。我々はあのう、福

島の事故を起こしてしまって、これを経験しました。こうい

った経験をちゃんと踏まえまして、安全にですね、着実に

廃炉作業を行って、福島第一の廃炉、福島第一のサイト

についてはですね、まだ、さまざまなリスクがあるというふう

に考えてございます。こういった下で、リスクをしっかり下げ

るということ、廃炉作業を安全に行うというところを我々に

行わせて頂きたいと考えているところでございます。繰り返

しになりますけども、未だにですね、皆さまに大変ご迷惑

をおかけしているということについては、重ねてお詫び申

し上げます。 

[司会] 途中で申し訳ないんですけど、どこまで福島の思

いを受け止めたのかというふうに考えておられるんでしょう

か。 

[東電回答] 先ほどのいわきの方ですか、ご意見されてご

ざいましたけれども、こういった会の皆さまのお声というの

はですね、社内に伝達して参りたいと思っているところで

ございますので、皆さまのそういったお声をですね、お伺

いするというところへ我々も出てきているというところでござ

いますので・・・ 

[司会] ごめんなさいね、途中で。意見を言って、それがど

ういった点に反映されたのかを聞きたいということですよ。

何か、言うだけ言って、その結果がなかなか返らずに、同

じことを何べんも聞かされるという、そういう思いをどうして

も抱いているんですね、私たちは。それが事実だと思いま

す。そこら辺はどうですか、どういうふうに。 

[東電回答] 皆さんのお声をしっかりとお伺いして、社内に

伝えていきたいというふうにます。以上です。 

[会場] しっかり意見を聴くということはな、海に流しません

と約束するということでしょう。 

漁師にとって一番大事な消費者が納得していない 

[会場] 一番大事なのは、夏頃と言って、今は夏でしょう。

今、春？冬？小学生も夏休みに入ったでしょう。官房長官

が、夏頃だと限定しているけど、なぜ、夏と限定するんで

すか。我々にとって一番大事なのは、消費者ですよ。消

費者が納得しなかったら、我々のとった魚は売れないで

すから。二本松の方の言ったとおり、関係者は我々ばっか

じゃないですよ。本当に、我々は、とってきました。消費者

が食べなかったら、消費者が福島県産の魚がいらなかっ

たら、とる必要がなくなるでしょう。今言ったとおり、関係者

とは消費者、消費者も納得する、皆も納得して、流せば、

二本松の方の言ったとおり、福島県の魚だって買うんです

よ。納得しなければ買わないでしょう。どういうふうに納得さ

せるかですよ。国のトップの官房長官が、夏頃だと、なん

で夏に限定するんですか。我々は納得いかない。夏でな

くたって、冬だって、来年だって、再来年だっていいんだ

から。一番肝心なのは、一度立ち止まって、皆さんの話を

聞いて、皆さんが納得したら、魚を買うんですから。流した

って、納得してたら、消費者は買うんだから、納得すれば。

納得の仕方が足りないから、二本松の人が言ってるんだ

から、流すなって。関係者が納得してなかったら、トリチウ

ムは流さないでくださいって。現場に来なくて何がわかる

んですか。現場のことはわからないでしょう。岸田総理大

臣だって、皆さんの言っている言葉も、俺が言っている言

葉も。消費者が納得すれば、我々が捕った魚は売れるん

ですよ。我々が一番大事なのは消費者なんですよ、我々

が一番大事にしているのは、若いお母様達が立ち上がれ

ば、絶対に復興が早まるんですよ。 

関係者の理解なしには流さない？ 

[司会] 小野さん、ごめんなさい。関係者、関係者の理解

なしには流しません、陸上保管します、という約束、これは、

もう１回聞きますけど、守るんですね。遵守されるんですね。

イエスかノーで結構です。こないだから何遍も聞いてるの

で。 

[東電回答] こないだから何遍もかも知れませんけども、繰

り返しになってしまいますけども、やはり、あのう、人によっ

て、それぞれの・・・ 

[司会] 関係者が誰かというのは次に聞きますので、関係

者の理解が得られない限りは流さずに陸上保管するとい

う約束は守ってくださるんですね。 

[東電回答] そちらにつきましてはですね、関係者のご理

解がえられるように努力を・・・ 

[司会] よく聞こえない。関係者の理解が得られるように努

力されるのはわかるんですけど、さんざん努力をされてる

と思うんですけど、東電なりに、でも全然納得してないと、

理解していないということが、今、現状だと思うんですね。

で、改めて聞きますけども、関係者の理解なしには流さず

に陸上保管する、これは約束です、文書にもある約束で

す。それはご存じですよね。国もやってます、漁業者に対

して文書でね。そういう約束、その約束っていうのは、決し

て漁業者に対してだけでなしにですね、ここにも書いてま

すけども、廃炉・汚染水福島協議会のメンバー、そこの協

議会でも、経産省、あるいは東電が、仰ってるんですよね、

ちゃんと議事録がありますので。その約束は、改めて聞き

ますけども、守るんですね。 

[東電回答] はい、関係者の理解なしにはですね、いかな

る処分も行わないという方針に変わりはございませんので。

(会場拍手) 
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 [司会] はい、有り難うございます。関係者・・・どうぞ、どう

ぞ、もう言って下さい。 

関係者が反対している中では、流せないのでは？ 

 [会場] 新地の斎藤と申します。私も、何回か、説明会に

参加してきまして、１８日に行われました相馬双葉の漁業

組合の説明会も私も傍聴させて頂きました。それで、今、

あなた方の言ってるのは、私の理解によりますと、流すっ

て言ってないですよね。現在のところ、放出はしませんと

あなた方は言ってるんですよね。現に、私も何回か聞きま

したけど、国の経産省のほうは、約束は遵守しますって、

経産省も、規制庁さんもそうでしょうけど、東電さんも、約

束は守るって言ってるんですよね。その約束っていうのは、

理解を得られなければ流しませんよ、という約束ですよね。

それを守る、法律も守るって言ってますよね。で、関係者、

いろんな関係者がいますけど、直接的に約束してる関係

者というのは漁協さんと、実際、文書でやりとりしてるんで

すよね。これは公的な契約書だと思います、私はですね。

そういう公的なことをやっていて、説明会でも、国も東電も

皆さん、説明する方々は、全部、遵守します。法律は守り

ますと言ってるんですよね。で、私の傍聴しました相馬双

葉漁業組合、ここでもいろんな意見が出ましたけど、組合

長さんも、私は反対です、ということをはっきり言いました。

その会の締めのときにも、ここに集まっている漁業関係者

の皆さんは、全員反対ということでこれからもうやっていき

ますというようなことで、締めたんですよ。少なくとも、それ

だけ考えただけで、あなた方は放出しないって言ってるん

ですよね、現在のままでは放出しない。普通に考えたら、

しかも、法律を守るといってるんですから、あなた、そのう、

放出しません。金輪際、放出しませんとは言えないかも知

れないですけど、現在のところは、全漁連も県漁連も相双

の漁業組合の皆さんも、反対ですっていうふうに言ってる

以上はですね、現在のこういう状況の中では放出しない、

というふうなことを言明してるんですよね。それは繰り返し

ますけど、どうですか。 

 [司会] どうですか、東電さん。約束を守るということはそ

うじゃないかということですね。 

[東電回答] ご意見、有り難うございます。２０２１年４月に

開かれた関係閣僚等会議において、福島第一原子力発

電所における多核種除去設備等処理水に関する政府の

方針が決定され、当社は実施主体としてこの方針を重く

受け止めてございます。２０１５年に福島県漁連様に対し

てご回答させて頂きました、関係者の理解なしにはいかな

る処分も行わないとの方針には変更はございません。廃

炉の主体として、実施責任主体として、引き続き、漁業者

の皆さまを初め、皆さまへの丁寧な説明に真摯に対応し

て参りたいと考えてございます。 

[司会] はい、有り難うございます。ただ、説明しますという

ことは何遍も聞いていますが、質問はそうじゃないんです

よ。今、説明をたくさん聞いたけども、関係者はまだまだ反

対ですよ、小野さんを初め、全漁連も、県漁連も、相双漁

協も、じゃあ流せないでしょう。約束を守るということはそう

いうことでしょうって聞いてるんです。だから、それに「はい」

か「いいえ」といって頂いたらいいんです。さっき、そうです

と仰ったように思うんですけど。 

[東電回答] はい、このような場も一つの場ではございま

すけども、いろいろな場を通じて、皆さまに、少しでもご理

解いただけるように・・・ 

[司会] そうじゃなくて、理解ができていない今、現在は、

流せないですねって。どうですか。石井さんでも結構です

が、トップとして。 

[東電回答] 済みません、繰り返しになりますけども、我々

としては説明を尽くして参りたいと。 

[司会] それは聞いてます。 

[会場] それ以上のことは言えないんでしょう、はっきり言

って。 

[会場] それはゴマカシやで。 

[司会] それ以上言えないんだったら、言えないで、また、

社に持ち帰ってでもいいですけども。ちょっと、常識的に

考えて、約束を守るって言ってて、理解してないって皆が

言ってたら、じゃあ流せないでうねという単純な話。 

[東電回答] いろんな関係者の方がおられると思いますの

で・・・ 

[司会] ごめんなさい。関係者のことをちゃんと聞きたかっ

たんですけど、先ほど、二本松の方も言われていた、関係

者には、消費者もいる、もちろん漁業者もいる、ここに、質

問のところにもいろいろ書いてますけども、それ以外のＪＡ

やら、その会議に出ている人、さらには、太平洋の、今、

太平洋フォーラムのほうにもＩＡＥＡが行ったり、経産省が

行ったりしてやってますけど、そういう人達も全部関係者

ですよね。と私たちは思ってますし、それが事実だと思い

ますが、東電としては、いろんな考え方がありますと。そう

いうもんじゃないと思いますよね。それはどうですか。 

[東電回答] 石井のほうから回答させて頂きます。繰り返し

にはなりますけども、関係者につきましては、人によってで

すね、さまざまなお立場の方だとか、背景、影響の度合い

だとか、そういう考え方もございます。捉え方もそれぞれ人

によって違うところがございますので、そういった明確

に・・・ 

[会場] 東電さんはどういった定義をしてるのって聞いてる

の。 

放出反対の私たちは、関係者か？ 

[司会] 端的に聞きます。私は放出に反対する。あなた方

とは考え方は真っ向から違います。私は関係者ですか？
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（東電沈黙） 

[司会] あなた方の立場から考えたら、私のような人は関

係者ではないと仰るんですか？ 

[東電回答] 関係者かどうかというところにつきましては・・・ 

[司会] イエスかノーかで答えてください。考え方によって

関係者でないというね、そういうこともあると仰ってるんでし

ょう。そしたら、漁業は反対している、漁民は反対している、

だけど、小野さんは反対しているから、だけど、口うるさい

から、関係者じゃないと、そういうふうに仰るんですか？そ

こをはっきりさせてください。小野さんは関係者ですか？ 

[東電回答] さまざまな方がおられると思いますので・・・ 

[司会] 小野さんは関係者じゃないんですか。無視するん

ですね、そしたら。今、発言されたことについて、何回もく

りかえし、切々と仰られた、この小野さんは関係者じゃなく

て、言っとられることは、もう無視するんだと、そういうふうに、

今、仰ったということですか。（東電沈黙） 

[司会] できるだけ沈黙の時間は少なくしようという約束を

したんですけど・・・ 

[会場] 共同通信の８割の人達は、ほぼ反対なんですよ、

反対というか、アンケート調査。まだ説明されてない、と。

まだ説明不足だと皆、認識しているわけですよ。ということ

は、ほとんどの人は反対というふうに理解できるわけです

よ。 

[司会] ちょっと、ごめんなさいね。関係者のことで、小野さ

んは関係者ですか？個人名が出て申し訳ないですけど。

いろんな考え方があります、捉え方がありますと、で、東電

はどうなんですか。反対している私たちは関係者です

か？イエスかノーで。賛成している人、受入れている人だ

け関係と言うてたら、ねえ、何のことやらわからない。私た

ちは関係者ですか？今日ここに来ている人、東電はいろ

んな考え方があると言われますけど、東電はどう思ってら

っしゃるんですか。すごく重要なことなんですよ。そうでな

いと、いくら私たちが言っても、関係者じゃないから無視す

るという。代表して、石井さんでも結構ですけど。一番大事

なとこだと思うんですけど、関係者。(東電沈黙) 

[会場] 黙ってたらダメですよ。答えなさい！ 

[東電回答] すみません、繰り返しになって恐縮ですけど

も、一概に、関係者については線引きすることは難しいと

いうことでございます。 

[司会] そんな抽象的なこと、聞いていないやろう。 

[東電回答] さまざまな考え方の方々がおられると思いま

す。 

[司会] それは本当に詭弁ですねえ。反対している私たち

は関係者じゃないので、理解してもらわなくてもいいって

思ってらっしゃるんですか。さまざまな考え方があるって 

[東電回答] さまざまな考え方の方々に、我々としては、説

明を尽くして参りたいというふうに考えております。 

[会場] 答えられないんなら、持ち帰ればいいでしょう。上

と相談して答えればいいでしょう。今、答えられないのに、

今、答えられないなら、答えられないでいいんだ。考え方

は人によってそれぞれだ。俺と長沢先生とは立場が違うん

だから。長沢先生は法律や放射線の専門家、私は海で魚

を捕って働いている、海に対しては１００％答えるけど、放

射能に対しては答えることはできないんですよ。専門家の

長沢先生には放射能に関しては答えるべきだ、反対して

るんだから。私はお願いしてるんだから。海は一辺汚せば、

除染もできないし、我々の子々孫々にも多大な迷惑がか

かるんだから。ひとたび海に流せば、永遠に子々孫々に、

海が使えなくなる場合もあるし、隣の宮城県だって、今で

は風評が始まっているんだから、実際に。 

[司会] ごめんなさいね。関係者、それぞれ、あのう、考え

方が違って、線引きがって、言うけど。じゃあ、もう１回聞き

ます。反対している私たちは関係者と思って、東電ですよ、

さまざまな立場があって、線引きは難しいと言われて、どこ

かで線を引かれるんですね、難しいということは。で、私た

ちの前で線を引きますか？私たちは関係者じゃないんで

すか？イエスかノーでお願いします。 

[東電回答] ここに書いてあるとおりでございまして、線引

きをするのは難しいと考えておりますので。 

[会場] 私と長沢先生は別々ですか。私は関係者、長沢

先生は関係者じゃないと言うんですか。はっきり言えばい

い。答えなさい。 

[司会] 私たちはここに書いてある全部が関係者だと思っ

ています。東電は思ってないんですか？思ってないなら、

ないで結構ですよ。次の話になるから。どうなんですか、

そこは全部曖昧でしょう。まあ、曖昧にして逃げてしまうと

いう、言い方は悪いですけどね。どうなんですか、私たち

は関係者なんですか？（東電沈黙）答えられないんです

か？（東電沈黙） 

[会場] 沈黙しないという約束じゃないんですか。 

[司会] 皆、怒り出してるんで。お願いします。これでは理

解が得られないです、そういう対応では（東電沈黙）。関係

者って誰ですか？（誰）といういうふうに思ってらっしゃるん

ですか？ 

[東電回答] 本日お配りしている回答の通りでございます。 

[司会] 回答がわからないから聞いているんですよ。意見

交換はそうでしょう。回答されて、それがわからないから質

問が出て、それに対して、今日、答えていただくのが意見

交換でしょう。これだけだったら、予め送ってくれたら良か

ったわけですよ。どうですか。 

[東電回答] さまざまなお立場の方がおられるということで
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ございますので、明確に線引きすることは難しいと考えて

おります。 

[司会] それ以上は言えないということですね。 

関係者が誰かわからなければ、説明できないはず 

[会場] 関係者がわからなかったら、関係者に説明するん

だって、関係者の理解を求めるんだってできないじゃない

か。 

[東電回答] そういう意味では、さまざまなメディアとかを通

じましてですね、海外とかも含めて、いろんな方々にです

ねご説明をさせて頂いて、尽くしているところでございます。 

[司会] 海外の人も関係者なんですね。 

[東電回答] 海外の方々にもご説明をさせて頂いておりま

す。 

[司会] それはちょっと初めてお聞きしましたね。海外の方

も関係者だそうです。 

[会場] 今、言ってることを聞けば、流すのは、夏には不可

能だということでしょう。 

[司会] 向こうの方が、手を挙げてらっしゃったのでお願い

します。 

あれだけの事故を起こしておいて、安易に流すんじゃない 

[会場] 相馬の山田と申します。風評を出したら責任をとる

と言いつつ、責任を我々にかぶせようとしているように、最

近、見えてきているんです。中国なり、香港で、輸入禁止

ですか、の発表したときに、国の政府の方が如何ですとい

うような報道がなされました。如何ですという以前に、我々、

地元の人、魚を捕っている人、住んでる人、そういった人

達に対してキチンとね、キチンと理解をしてもらう努力をし

ないで、ただ単に、国際機関でＯＫが出たから大丈夫な

んだ、それに反対する人達はおかしいんだ、みたいな、そ

ういったことを今、作ろうとしているんじゃないかなという話

が見えてしまうんです。いろんな場面、政治の場面、もうね、

ウソばっかりついている人が多すぎて、こども達に対する

教育にしてもね、片や、元気な子が腰に手を当てて飲ん

でるような漫画を見せてですね、このこども達が大きくなっ

たときに、放射能は安全なんだよというような認識を持た

せるための、それに反対する我々に対して、それはおかし

いんだというような認識をですね持たせようとしてるんじゃ

ないかなと私は思ってしまいます。１２年前に、３月１１日に、

テレビのニュースなんかにも報道されましたし、ニュースも、

１号機から次々と爆発をするシーンも見せられました。うち

の娘の彼氏が原発に勤めてて、あんときでも、お父さん、

無理だ、もうメルトダウンしてるよというようなことを教えられ

ました。大丈夫だ、大丈夫だなんて言ってましたけれども、

ちょうど、原発のほうに務めてて、一番危険なところに働い

ている人は、全員が全員、日本人だけじゃないですよ。他

の国から来た人もたくさんいて、働いてますよっていう話な

んかも、聞きました。そういった状況を作って、爆発して、

はい、後は誰も責任とんないもん。責任は、ね、誰に責任

があるのかわかんないような、あやふやな状況。これから、

海に流せば大丈夫だみたいな、ね。ああいうことしておい

て。東電とかね、そういう人達はいいですよ。うちは自宅が

東京だとか、あるんで。俺らはね、我々が死んでも、子ども

も孫も、そのまた孫も、ここで住んでいくんだから。誰が保

証してくれるんですか。一番、最初に手段をとる必要があ

るだろう。それは、我々の声をキチンと聞いて、こうなった

らこうだじゃなくて、そういう意見もあるねというのが意見交

換会だろうし、今までのやり方は違う、あれだなと、ＡＬＰＳ

という機械がありますけども、もっと違う、別の種類の機械

も出てくる可能性だってあるだろうし、カナダなんかではも

っと強烈な機械で、数値を下げる機械もあるなんていう話

も聞いてます。そういったことをですね、まだまだ続けてい

くべきだ。本当に、安易に、簡単な海洋放出だなんていう

ことは、すべきじゃないというふうに思います。 

[司会] どうですか、今のお話を聞かれて。東電の方、そし

て、最後に南山さんに聞きたいです。東電からどうですか、

今なぜ、あわてて流すっていうことをこの夏にとかって（東

電沈黙）。皆、これだけ納得していない。私たち皆、関係

者ですよ。先ほど、海外のという話がありましたですけど、

どうですか。今、そんな流せる状況じゃないでしょう。 

[東電回答] 汚染水についてはですね、昨年は非常に雨

が少なかったので、年間の発生量は、１日当りですね、年

間平均で１００トン/日を下回ることができましたけど、最近、

国内のあちこちで線状降水帯とかで雨が降っているという

ところで、福島県全体がそうですよね、被害を被って、福

島第一も非常に雨には苦しめられているというところでご

ざいます。そういった中で、ですね、日々ですね、処理水

ですね、汚染水が発生しますとそれを処理したＡＬＰＳ処

理水も日々増えているというところで、今ですね、タンクの

ほうも、非常に逼迫してきている、ということで。今の試算し

ているところですと、来年２月から６月のところで満杯にな

るというところが、見えてきています。 

[司会] それについては後のほうでも議論があるので、今、

１番のところで、さっきから繰り返しになりますけども、関係

者の理解なしには海洋放出をせず、陸上保管をするとい

う約束に基づいて、こんだけ反対してたら、関係者が反対

していたら、今、流せないでしょう。意見交換は何のため

にやるかというと、同じ意見を言うんじゃなくて、お互いに、

する中で次のステップということですよね。まず、この状況

では流せないでしょう。私たちはそういうふうに思いますが、

（４）のところですけど、どうなんですか。流すんですか、流

さないんですか。流せると思っているんですか。どうなんで

すか。 

政府がゴーサインを出しても、東電として流すな 

[会場] 脱原発平和フォーラムの引地です。（４）ですね。
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私もここを念押ししたいんですけども。おそらく国は、経済

産業大臣とも、流しなさいっていう命令は出せない筈なん

です。流してもいいですよと言う筈なんですね。そこで、今

までの裁判で、国は責任はない、東電さんばっかりに責任

を押しつけている。こういうようなことが今回も想定される。

国は裁判で逃げます。こういったことからですね。（４）の質

問、やはり、国がいいって言っても流せという命令ではな

いと、東電さんが流してもいいですかっていう申請に対し

て承認というような感じだと思います。つきましては、東電

さん、主体的にですね、国がいいっていっても、東電さん

の判断としてここはちょっと待つべきだという判断をぜひお

願いしたい。たぶん、この質問の趣旨だと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

[司会] 国がいいって言っても困るんですけど。今の状況

で、関係者の理解が得られていない状況で、この夏、今、

現在、流せる状況ではないですよね。それについてどうで

すか、東電は（東電沈黙）。同じこと言わないで下さいね。

もしくは、答えられませんでも、仕方がないかも知れません

ですけども（「７月２３日現在でどうですか」の声）。どうです

か、そんなに慌てずに立ち止まったらって。 

[東電回答] 申し訳ございません。繰り返しになってしまい

ますけども、ご理解頂けるように、しっかり務めて参りたいと

考えております。 

[会場] そういう立場でないのはわかってんで、我々は話

してるの。なにも、あなたが答える立場ではないでしょう。

会社に戻ったら怒られるんじゃないの。何を余計なことを

言ってきたんだと。それがわかってっから言えないでしょう、

あんたらは。あんたらはロボットと同じですよ。行ってこい、

はい、わかりました。ロボットだって、正当に答えるならね。

私ね、時間がなくなるんで、トリチウムが問題になってるけ

ど、要するに、正常に稼働している原発から出るトリチウム

と事故を起こしたところで出るトリチウムなり汚染水は同じ

じゃないじゃの。同じような形で報告してるでしょう。それか

らですね。ＡＬＰＳで処理できなかった放射能核種は比重

はどうなんですか、海水よりも重いのか、軽いのか、海水と

同じくらいなのか、もし、海水よりも重ければ、海底に沈殿

して、海底にいる魚介類に相当な被害を起こすと。万が一

同じか軽くても、地球上の海水は蒸発して気流に乗って

上空に上がって、こちらも循環しているわけでしょう。海の

魚だけじゃないでしょう。そういうことに関して、何の説明も

なしに流しますよなんて言える立場じゃないし、本当は、

福島県民は相当の被害を受けているにもかかわらず、そ

れに追い打ちかけるように、汚染水を流させて下さいとふ

ざけたことを言ってるんじゃないよ（「そうだ」、「そうだ」の

複数の声）。本当なら、海女さんに謝らなきゃいけないん

だよ。そんなことはね、俺から言われなくても、言いません

と。汚染水を流させて下さいとは言いませんと、言わなきゃ

ならない立場上。 

[司会] 今の思いも説明なしにわかると思います。こんだけ

の中で、流せるはずがないんですよ。だから、それをもう１

回、上にも言って、流しませんと、理解が得られませんで

したと、こんだけ努力しましたけども。そういうふうに会社に

帰ったら報告して下さい。いいですか、じゃあ、ちょっと時

間がないので、２番以降に、バトンタッチで。 

[会場] あのう、いいですか。時間もないですので、仕切り

方として、４番を先にやっていただけませんか。 

[司会] わかりました。４番、先にやりましょうか。２番以降、

司会を交替させて頂きます。今、会場から、ＩＡＥＡの問題

について指摘がありましたので、４番目のほうから、ちょっ

と先にやりたいと思いますけども、ちょっと、問題提起を先

にやってください。ごく簡単に、もしありましたら。 

ＩＡＥＡは海洋放出を正当化していない 

[会場] ４の（４）ですかね、これ(東電の文書回答)、ずらず

らと書いてあるんだけど、これは、我々にとってはよくわか

らない。しかもここに書いてあるように、ＩＡＥＡの報告書で

は、海洋放出は整合的だと言換えてますよ。これ、具体的

にどういうことですか。まずね、ＩＡＥＡというのは、今回の

報告書、２００ページくらいありますよ。だけど、あの中で、

彼らは、先ほどもちょっとお話ししたんだけど、正当化、ご

存じですか、正当化、先ほど聞いたら、正当化を知らない

と皆さん言ってるんだけども、正当化については、政府が

やるべきことだから、ＩＡＥＡは評価してないって、言ってる

んですよ。そういう中で、あなた方は、海洋放出は整合的

だと確認いたしましたと。具体的にどういうふうに整合的だ

と確認したんですか。そこをもうちょっと詳しく説明して下さ

い。正当化ということについても、ＩＡＥＡは評価していない

んですよ。正当化というのはどういうことかというと、計画被

ばく状況においては、正当化とは、ある行為が全体として

有意義であるかどうか、すなわち、その行為を導入または

継続することによって個人及び社会に期待される便益が

その行為によって生じる害（放射線によるリスク等）を上回

るかどうかを判断するプロセスと書いてある。そこについて

は、政府もほとんど評価していないし、規制庁も評価して

いないんですよ。東電もまして評価していない。そこにつ

いて、なぜ、こういうことが起こるのか。海洋放出が整合的

だというね、訳のわからぬ文書を持ち出して、ＦＡＯだとか

ＩＬＯだとか、訳のわからぬものを持ち出して、整合的であ

ることを確認いたしました。どういうことですかこれ。説明し

て下さい。 

[司会] えーっと、この問題につきましては、規制庁さんの

ほうはですね、原子力規制委員会としてコメントを述べる

立場にございませんということで、答えられないということ

ですよね。それでよろしいですか、答えられますか（規制

庁、首を横へ振る）。答えられないということだと思います。

東電さんはどうですか、ＩＡＥＡは国際基準に整合している

というふうに言ってるんだけども、それについて、東電とし

て何かコメントありますか？なければ、ないで結構です。 
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[東電回答] ご意見、有り難うございます。本日ですね、皆

さまにお配りさせて頂いたことの通りでございまして、この

安全原則ＳＦ－１に対してですね、整合しているというとこ

ろを確認頂いたというところでございます。 

ＩＡＥＡの言う国際基準に、ロンドン条約は入っていない 

[司会] ちょっと待って、そのね、国際基準の中にはロンド

ン条約は入ってないんですよ。ＩＡＥＡはね、最初からロン

ドン条約について関与しているんだけども、ロンドン条約

で、放射性廃棄物その他の放射性物質については、これ

を海洋投棄するのを全面禁止する。その根拠となったの

はね、専門家パネルの報告書というのがあって、そのう、

人に対する影響というのは１０億分の１のリスクがある、と。

非常に小さいんですけども、無視できるとは言ってないん

ですよ。非常に小さい。だけど、人に害があるかどうかに

ついて、害がないとは証明できない、科学者の間で合意

できない、そういうふうな報告がロンドン条約の締約国会

議であったんです。それを受けて、人に害がないと証明で

きない限りは、禁止する。全面禁止されたんですよ。そうい

うふうな経緯があった、そういうロンドン条約の経緯そのも

のをＩＡＥＡは全く無視している。国際安全基準に合致して

いると言うけれども、ロンドン条約の精神に合致しているか

どうかについては、一言も言ってない。これについて、東

電は認識していますか。どうですか。 

[東電回答] これも本日お配りした回答の通りでございま

すけれども、基本安全原則ＳＦ－１、ＩＡＥＡの基本原則で

ありますけども、こちらの方にはロンドン条約の事務局であ

る国際海事機関ＩＭＯも共同策定者の中に含まれていると

いう認識です。 

[司会] それはね、国際安全基準の策定するに当たって、

ＩＭＯも関与しているというだけのことであって、ＩＡＥＡ報告

で国際基準に合致しているというのはＩＡＥＡの評価であっ

て、そのＩＡＥＡの言う国際安全基準にはロンドン条約は入

っていない。敢えて無視している。これは、ＩＡＥＡがそれ

を持ってくると、妥当だ、合致しているとは言えないから、

無視しているんですよ。そういうふうな実態を東電としては

どう理解していますか（東電沈黙）。これは答えられないと

思うので、持ち帰ってください。ロンドン条約では、人に無

害であるとは証明できないので、全面禁止されたと、それ

については、国際安全基準には入れられていない、ＩＡＥ

Ａ報告ではね。だから、そのようなＩＡＥＡ報告を東電として

基準にしていいのかどうか、そういう疑問が出されました。

どうしましょうか。東電、持ち帰ってください。それに対して、

どういう検討の結果、ロンドン条約は無視してええと、東電

も考えていますというのであれば、そういう回答をください。

どっちになったか、いいですか。 

[東電回答] はい、承知いたしました。先生の仰ったことを

持ち帰って、回答を確認したいと思います。 

  

正当化の責任は日本政府にあり、推奨も支持もしない 

[司会] それで、正当化についてですけど、ＩＡＥＡ報告の

序文のところに、グロッシ事務局長は書いています。正当

化の責任は日本政府にある。ＩＡＥＡとしては正当化を言う

立場にないと、逃げているんですよ。しかも、日本政府が

海洋放出するということについては、推奨もしないし、支持

することもしない。事務局長はそう明言しているんですよ。

そういうふうな経緯から言うと、全然、ＩＡＥＡはサポートして

ない、支持していない、推奨もしていないにもかかわらず、

あなた方はＩＡＥＡ報告に基づいて、国際基準に合致して

いる、影響は無視できる、だから、ＩＡＥＡ報告に基づいて

放出するんだと、こういうふうなことを仰っている、それは、

間違っているんじゃないですか、引用の仕方が。これもね、

答えられないと思いますんで、持ち帰ってください。いい

ですか。ＩＡＥＡは正当化する責任は日本政府にある、ＩＡ

ＥＡとしては海洋放出を推奨することも支持することもしな

い。これは序文の中で明確に、グロッシ事務局長が書い

てます。事務局長は記者会見の中では余り言われないん

ですけど、ちょこっと言われたこともあるんですけど。そうい

うな、本当に日本政府及び東電にとって痛い中身につい

ては一切無視している。それ以外のことだけをＩＡＥＡ報告

だと言ってる。これは一面的で国民を欺くことになるんで

はないですか。といわれました。どうしましょうかと、上に聞

いてください。そして、その結果を回答してください。いい

ですか。 

[会場] 報告集読んだの？読んでないやろ。 

[東電司会] 持ち帰って検討しますけど、先生が仰ったと

おり、日本政府に対して求めているということを仰ったと思

いますので、社内にちょっと確認して持ち帰りたいと思い

ます。  

[司会] ＩＡＥＡ報告としては、海洋放出を推奨もしないし、

支持しないと、そういうふうに報告書には書いてあるんで

すよね。そのことも一緒にね、言って下さいよ。 

[東電回答] 今回のＩＡＥＡ包括報告書についてはですね、

そのポリシーとして、国のポリシーとしてどうするかというと

ころではなくて、放出に関する安全性について評価を頂

いたものというふうに考えてございますので、我々としては、

私はそういう見解でございます。 

「正当化、最適化、線量限度」の三原則すべてが問題 

[司会] あのね、さっきから、トリチウムの危険性について

問題になりましたけど、ＩＡＥＡとかＩＣＲＰが放射線の被ばく

をね、人々に強要するときには、原子力利用のためにね、

３つの原則が必要だと、放射線防護の体系です。一つは

正当化の原則、最適化の原則、線量限度の原則、この３

つの原則です。その３つの原則の中で、最適化にかかる

ような放射線の影響評価、それだけを持ってきて、何かね、

被ばくを強要してもええんだと、これは他の原則を無視し

てるんじゃないですか。そういうふうなことで、人に被ばく
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の犠牲を転嫁するということは許されることではない。これ

は国際的な常識です。ＩＡＥＡ、ＩＣＲＰの放射線防護原則

の常識です。これを満たさない状態で被ばくを強要するこ

とはそもそも許されない。それが国際的な常識です。にも

かかわらず、あなた方は、最適化のところだけをとって、影

響が少ない、ＩＡＥＡは無視できるといってるけど、無視で

きるというふうに判断するかどうかは、被ばくする側の判断

ですよ。被ばくをさせる側が、無視できるなんて、それはな

いでしょう（「立場違うでしょう、おかしいでしょう」の声）。そ

ういう一部だけを言って全体を無視する、そういうふうな姿

勢はね、放射線防護の原則に合致しませんよ。どうですか。 

[会場] 公共の利益を生まない企業体なんだよ。何の生産

もしていない企業体なんだよ。 

[司会] 後ろで手が挙がっているので。 

汚染で住めなくなった自宅をタンク増設に手放してもいい 

[会場] いいですか。私は福島県内に住む、さっき、関係

者ってさっき言ってましたけど、私はただの一般市民、福

島県民です。そちらから、さまざまな立場、私は立場がな

いのかも知れませんが、福島県民です。その立場から、ち

ょっとお尋ねします。ＡＬＰＳ処理水、放出しなければなら

ないというところがちょうどその話が出て、私がここへ参加

したのはそのことについてお聞きしたいことがあるので、ぜ

ひそこに座ってらっしゃる５名の方から、それについての

回答を頂ければと思いますので、一つ質問したいと思い

ます。ＡＬＰＳ処理水のタンク、これをなぜ流すのかというと

ころですけども、なぜ流さないといけないのかというと、結

局、タンクを置く場所がないから、流すしかないといったと

ころですよね。タンクの置き場所がない、来年の２月から６

月くらいに満水になってしまうので、流すほかに今、手立

てがないといったところかも、知れません。ただ、私の知り

合いが、震災のときにですね、Ｆ１の立地のすぐそばに自

宅を構えていた方、避難した方もいますが、今、現在、郡

山市に新しく自宅を建てて住んでいる方から聞いた話に

よると、そこには、数値が高いから住めない、住めないから

引っ越すしかなかったというところですが、そのときに、原

発の関係の方から言われた言葉というのが、住めなくはな

るけれども、ここを有効活用するために、タンクを設置する

可能性があるといわれたそうです。その方は３世帯でそこ

に住んでたらしいんですけど、自分たちがそこには住めな

いけれども、住めなくなったところにタンクを置いて、活用

してもらえるんだったらば、ここを手放そうって。私、その話

聞いて、そうかそんなふうに、自分のところの土地が有効

活用してもらえるんならばって、そこで築いていきた生活も

すべてなくなって、別のところに家を建てて、東電さんの

ほうで、そういうふうに活用してもらえるのならばと思って、

その気持ちがあったから、私も理解できなくはなかったで

す。ただ、土地がないから、満水になってしまうから、土地

を空けなくてはならないというんで、放出しなければならな

いというのは、なぜなのかなって。Ｆ１の敷地内じゃなくて

も、敷地外でも、一杯余っている土地があるじゃないです

か。なんでそこにタンクを建てて、そこに処理水を貯めて

おけばいいんではないのかな、と。これは素朴な質問で

す。そちら側からすれば、タンクを新たに建設すると、数年

の期間を要しますとか、数年の期間を要しますと言ってる

間に、処理水を流すための下のトンネル？ああいうのを作

る暇があるんだったら、余っている土地にタンクを作れば

良かったじゃないですか。一般市民としての素朴な質問

です。これに対してどうぞお答えください。よろしくお願い

します。 

三原則の一部にすぎない放射線の影響だけを評価 

[司会] 今、タンクの話が出ましたけど、ＩＡＥＡのほうをま

ず片付けときたいんですけど。ＩＡＥＡについてあなた方は、

放射線による影響は無視できるというＩＡＥＡの報告のその

ことだけを取り上げておられるんですけど、正当化の責任

は日本政府にあるとか、線量限度の問題を無視していると、

この二つの重要な点、それから、最適化についても、ちょ

っと意見はあるんですけども、その三原則全体を問題に

すべきなのに、放射線の影響評価だけを取り上げて、無

視できるというふうに仰っている。これはおかしいんじゃな

いかというふうに、指摘していますが、どうですか。答えら

れますか（東電沈黙）。これも答えられないと思うんで、持

ち帰ってください。いいですか。正当化をまずやって、正

当化という場合には、今、発言のあったタンク、これは増設

余地があるんではないのかとか、汚染水の発生そのもの

をゼロにできるんじゃないかとか、急ぎの敷地利用計画は

ないんじゃないか、この三つか絡んでくるんですよ。だか

ら、そういうようなことを具体的に、正確に、科学的に説明

することなくして、正当化することはできませんよ。いいで

すか。そういう正当化の手続きをあなた方は全部無視して

いる。説明してないんですよ。そういうふうな発言が出まし

た、ということで、持ち帰って、やはり、正当化をちゃんと説

明しないと理解は得られませんと、上に伝えてください。い

いですか、その結果をこちらに回答してください。いいで

すね。 

[東電回答] 今、先生から頂いたコメントについてもですね、

先ほどのものと社内へ持ち帰って、コメントをバックしたい

と思います。 

一つもタンク増設できないわけではない 

[司会] タンクの問題について質問がありましたので、関連

して聞きます。タンクの場所がないと言ったけれども、一杯

余地はあるんじゃないかと、これについて、私たちも 12 万

トンの予備タンクと増設余地があると、そういうふうな質問

をしてるんだけども、あなた方からはそれに対する具体的

な回答は一切なくって、事実上それを容認する、認めるよ

うな形になってるんですけど、そういうことでよろしいです

ね。私たちが言っている、タンクの予備タンクもあるし、増

設する余地はあると、だけど、そこは他の用途に使うため
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に増設はしないんだと。で、先ほど発言があったのは、敷

地外でもう住めなくなったところにタンクを建てる予定があ

るというようなことを言われて、それだったら、そこにタンク

を建てることも容認してもいいというような住民からの発言

もあったと。そういうふうなことについても、タンクを建てる

つもりは全くありませんと、いう回答だと。そういうことでよろ

しいか。 

[東電回答] 先ほどの、非常に有り難いご意見というか、そ

ういう敷地外のところを使って良いということは非常に有り

難いと思いますが、我々としましては、まずは、というか、

何とか、敷地の中で、何とか廃炉についてですね、完遂し

たいというふうに考えているところでございます。 

[会場] 敷地が足りないから流すんですよね。 

[東電回答] いや、じゃあ、この敷地の中で、一つもタンク

は建たないのかというと、一つもタンクが建たないというわ

けではございません。ただし、そうそう先々ですね。この状

態を続けていくと、先々に行き詰まるということは、これは

明確でございます。今あるこの状態をそのままずーっと放

置してですね・・・ 

海に流さなくてすむ方法はあるのに、なぜ追求しない 

[会場] 簡単な方法は、地下水の貯まんない方法をやれ

ばいいことでしょう。その方法はちゃんと言ってるでしょう。

貯まるからタンクが必要なんでしょう。今、長沢先生が言っ

てるでしょう。汚染水が貯まんなくなりますよって言ってる

でしょう。その方法も、国にちゃんと挙げてるでしょう。こう

いう方法があるから。だから、貯まったらタンクが必要にな

る。逆の発想をしてくださいよ。どうして貯まらないようにす

るかというように。金もかからない、誰にも迷惑がかからな

い。その方法があるのに、なんで、海、海、海、海が一人

歩きしているんですよ、これ。簡単なんですよ。さっきから

言ったとおり、敷地だって、足らなかったら提供するって、

すごいでしょう。海へ流す前提で、しゃべっているからでし

ょう。逆の発想をしてくださいよ。貯まんない方法を考えて、

タンク保管すれば、あと、100 年我慢すれば、福島県は平

和で誰にも迷惑をかけない。タンク保管、汚染水発生量を

ゼロにする方法があるんだから。ないんならわかるよ。こう

いう方法があって、水は絶対止めることができると、地下水

が貯まんないで、貯めれば増えていかないんだから。逆

の発想がなぜできないの。何で、前に進むことばかり考え

てんの。前に進めば、福島県はダメになるからね、これ、

実際に。本当に。このまま行ったら、100 年後に、子や孫

や玄孫とか次の代まで、相当な迷惑がかかりますから。こ

こで考えてもらって、逆の発想で、いかに貯まんないように、

いかに海に流さずに済むように、敷地が足りなかったら、

本当に悪いんだけども、協力してもらって、タンク増設をち

ょこっとすればいいことであった。貯まんない方法にすれ

ば流すことはないんだから。 

[司会] 小野さんの仰るとおりですよ。流さなくて済む方法

は一杯ある。タンクを増設したり、汚染水の発生をゼロにし

たり、そういうふうな方法があるのに、汚染水の排水をやる

と、それは正当化できませんよと。これはね、日本政府の

責任じゃなくって、東電の責任でもあるんですよ。東電は

海洋放出は避けることができないと、日本政府と同じように

仰るんだけど、なぜ避けられないのか、その説明が一切な

い。で、我々は、避けられるという具体的な提言をやって

いる。ところが、あなた方は、それを一切無視している。だ

から、正当化できないんですよ。そういうふうなことをこの

会場でも散々言われましたと、上に伝えてください。帰っ

て。帰った上で、小野さんの仰ったようなことをなぜ実現で

きないのか、そこに力を注ぐことができないのか、その理

由をきっちり具体的に説明する回答をしてください。いい

ですか。どうですか、持ち帰って回答してください。 

汚染水の発生がゼロになると、床面がカラカラになる？ 

[東電回答] まあ、あのう、汚染水の発生がゼロにできるか

と、いうところがあると思います。我々も目指しているところ

は、完全にゼロになるかどうか、先生の書いていらっしゃる

中で、建屋の地下について完全にカラカラにさせてしまう

と、よろしくないと。少し水を入れておいた方がいいと。 

[司会] 水を置いといたらいいと言うてますやん。 

[東電回答] 私も、そうでございまして、完全にからからに

してしまうと、中でダストが、前回もお話しさせて頂きました

けども、α 核種などが舞ってしまうと非常によろしくないと。

作業上もよろしくないと我々も考えてございますので、中

の状態はやはりウェットにしておかないといけない。 

[司会] いや、そういうことを言ってるんじゃないよ。 

[東電回答] ゼロにできるかどうかというと、ゼロにするとい

ずれは乾いてしまうので、ちょっとは、少しずつコントロー

ルしながら、中に入れていかなきゃいけないというところは、

ございます。今の目標として、2027 年度末、2027 年度の

中で 50～100m3/日というところを今目標にしてやっている

ところで、昨年が幸い雨が少なかったので、90m3/日くらい

でできましたけど、やはり、線状降水帯とか雨が降るという

ところは、全く我々も全く読めませんので、そういったところ

は、同じ方向を向いているなと思いつつ、急にゼロにしろ

というところは、さすがにちょっと厳しいのかなと。資料の中

で、ちらっと見えたんですけども、1 号機については貫通

部がないからゼロにできる。これはゼロにはなかなか難し

い。1 号機は非常に少なくなってきています。ただし、今、

入って来るのは 2 号機、3 号機の地下水流入と、あと、や

はり雨水ですね、雨水が結構大きく占めていますんで、建

屋に屋根のカバーを一生懸命付けようとしているところで、

ここでもなかなか線量が高いんで、普通のところでは簡単

に取り付けられるようなところでも、うまくいかなく、遠隔で

やっているというところがございますけども、そういったとこ

ろは、鋭意、努力をさせて頂きながら、可能な限り、汚染

水の発生量を少なくして参りたいというところを取り組んで
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いるというところを一つご理解頂ければなあと思います。 

地下水ドレン 6.5 万トンの混在する処理水は流せない 

[司会] 持ち帰って検討してください。いいですか、具体

的に質問状の中で書いてますので、今日の回答を見ます

とね、6 月 12 日の回答および 7 月 3 日の回答から大幅に

後退しているんですよ。最低限の回答を今回持ってこられ

たんで、非常に私たちとしてはがっくりきているんです。大

幅に後退した回答です。そういう意味ではですね、今日、

皆さん方に、具体的に追及してもたぶん、沈黙の時間だ

けで、また持ち帰ってという話になると思うんで、持ち帰っ

て検討して頂く宿題を出すつもりで、今からちょっと２のほ

うへ移ります。済みませんが、４はここで打ち切らせて頂い

て２のほうに行かせて頂きます。こちらの方はですね、どう

いう問題かというと、ＡＬＰＳ処理水の中に地下水ドレン汲

上げ水が６.５万トン、今、混在した状態なんですね。この

地下水ドレンが混在したＡＬＰＳ処理水は海洋放出できな

いというようなことを２月９日の交渉で、規制庁職員の方が

仰ったんです。そう仰った意味は、タービン建屋へ直接送

った６.５万トンではなくて、６.５万トンがもし、集水タンクへ

移送されていたら、そこで、1,500Bq/L を超えてタンク等

へ移送されなければいけない、そういう状態になって、そ

こで止まることに、実施計画上なっているんですね。そうい

うふうな虞があった水だということで、私たちは、元々集水

タンクへ全部移送されることになっていたので、６.５万トン

がＡＬＰＳ処理水に混在しているということは、そもそも実

施計画違反であって、それを実施計画通りにやっていた

ら、そのタンクに６.５万トンが別途移送されていたはずだ。

そいうふうな水がタービン建屋に、勝手に、実施計画違反

で送られていったので、それは、実施計画違反であるだ

けじゃなくって、元々、集水タンクへ送られるべきものがタ

ービン建屋へ送られたので、それは実施計画違反である

と共に、希釈放出すべき水ではない、と。だから、それを、

ＡＬＰＳ処理水を海洋放出することはできないということを

私たちは主張させて頂いたんです。今日の回答を見ます

とね、規制庁も、東電も、同じ回答で、緊急対応で仕方が

なかったんだ。緊急対応でタービン建屋へ送ったので、そ

れは集水タンクへ元々入れるべきだったやつが緊急対応

でタービン建屋へいったので、それは仕方がないという、

そういうことだったんですね。ところが、緊急対応そのもの

が存在しないじゃないかと私たちは思っている。緊急対応

と仰っている中身について、具体的に私たちは質問して

います。この質問に対して、今日の回答は、非常に抽象

的で、やっぱり、海側遮水壁を閉じたら地下水位が上がっ

てきたので、汲上げざるを得ないというふうな回答で、緊

急対応だったというふうに仰ってるんですが、まずね、私

たちが主張している第１の点は、集水タンクが満水になる

ほど地下水のくみ上げ量があって、集水タンクが満水の

危機に陥っていたかどうか、これがまず第１の論点なんで

す。で、その論点について、この質問状ではですね、集水

タンクへいったのが 29m3/日です。集水タンクの容量は

1,235 m3 です。そういうふうな集水タンクの容量と 29m3/日

との関係を見ますと、それが集水タンクが満杯になるような

危機的な状況があったというふうに、29m3/日の移送量で

言えるのかどうか、これは言えませんよね。どうですか。集

水タンクが満杯になるからタービン建屋へ移送したと仰っ

てんだけど、そういう事実はないですよね。 

地下水位が 2m を超えないよう、緊急対応で汲上げた 

[東電回答] 資料のですね、「2.5m 盤水位」という表のスク

ラップで、数値の羅列した資料で恐縮ですけども、お配り

させて頂いている資料をですね、ご覧頂ければと思いま

す。あのう、私たち、実際、このとき、非常に大きな雨が降

ったと、2015 年ですね、あのう、福島県に非常に大きな雨

が降りました。浜通り地方も同様です。そういった中での

検討のものとなりますが、「2.5m 盤水位」の最初のページ

の左側から見て頂ければと思います。2015 年 11 月 1 日

からスタートしております。これがあのう、その前の月ので

すね、海側遮水壁が閉合しまして、まさに海側遮水壁の

手前のところの 2.5m 盤のところが地下水位が上がってき

ているというところが、2015 年 11 月 1 日から上がってくる

数字が変わるかと思います。1.654 からずーっと上がって

きているというところが、ご覧頂ければと思います。我々は、

ここの 2.5m 盤のところが地上面ということになりますので、

そこに井戸を掘っていて、そこの井戸の水位を確認してい

る、と。「観測井 B」というものでございますが、こちらが水

のレベルを測ったデータになります。まあ、ドンドン、ドンド

ン上がっていって、我々のあれですと、2m を超えたところ

で運用を切り替える、と。この運用というのは、集水タンク

のほうに送る運用とタービン建屋に送るというところの切り

替えが 2m のところにある、というところで。閉じて、1 週間

ぐらいのところで、2m を超えるというところが、すでに発生

しているというところでございます。これを超えるとですね、

タービン建屋に送っているということになってございます。

先生が仰る中では、これは実施計画に書いてないじゃな

いかということを問題視されているというところと、後は、先

生が書いてくださっている質問状に、こっそりやっている

んではないかというところがもう一つの論点かなと思うんで

すけれども。別にこっそりやっているわけではなくて、我々、

こういったところ、公表なり、ご説明させて頂きながらやっ

ているというところでございます。具体的にはですね、資

料はご用意してないんですけれども、日付だけ申しますと、

2015 年 8 月 21 日に当社のホームページを見て頂くとわ

かると思うんですけども、こちらのほうにですね、エーッと、

タービン建屋の方へ移送する運用を行っていきますよとい

う、資料名としまして、「地下水ドレンの移送ラインの設計

について」というものを公表させて頂いてございます。こち

らの中でですね、中継タンクから、我々は前回の回答でも、

回答してますけども、ここら当りですね、以前、先生の資料

にも一番最初にございますけど、震災直後に海洋流出を

させてしまったというところがございますので、そこのところ

がその影響によりですね、汚染度が高いというところ、トリ
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チウム濃度が高いものが出てくるかな、というところもござ

いますが、そういったところを見据えつつ、もしこういった

水位の上昇があった場合に、集水タンクからタービン建屋

へ送るというところはすでに公表させて頂きながら、進めて

いるというところでございました。ただし、これはあのう、トリ

チウムで分析して切り替えていたんじゃないのかということ

だと思いますけども、決して、トリチウムを見てということで

はなく、どっちかというと、観測井Ｂですかね、ここだけじゃ

ないですけども、海側遮水壁を閉じたときの水位を見て、

その水位があふれ出さないように、タービン側に送るという

ところをやっていたというところで、当然、トリチウム濃度が

高いだろうなということはありはしますけども、そういったと

ころは副次的な目的というところで、それを主に目的にし

ていたということではございません。トリチウムというのは今

でもそうですけど、分析にちょっと時間がかかります。今も

ＡＬＰＳ処理水もだいぶ迅速化してやろうとしてますけども、

それでも、２、３日かかるというものでございますので、そん

なに、水がどんどんあふれだしているという状況で、トリチ

ウムの濃度を見たうえで切り替えていたのでは、とても遅

いので、そういったことはやっていないというところでござ

います。 

緊急対応を要するほどの地下水汲上げ量ではなかった 

[司会] あのね、実施計画上は、地下水ドレン汲上げ水は

全部集水タンクへ送ることになっているんです。そして、集

水タンクは 29m3/日の汲上げ量の移送量では、満杯にな

るどころか、完全に余裕がある状態なんですよ。いいです

か、だから、そういうね、実施計画違反をしてまで、中継タ

ンクから集水タンクへ移送するンじゃなくて、タービン建屋

へ移送する、これはですね、計画的に行われておった。

地下水位が 2m を基準にして、2m を超えたらタービン建

屋へ送るんだ。そういうふうな計画があるんだったらです

ね、実施計画でちゃんとそれを記述すべきことなんじゃな

いんですか。事前にわかっていたことでしょう。 

実施計画不記載でよいと規制庁が審査の中で判断した 

[東電回答] 規制庁様の回答を引用するのは、我々の趣

旨ではないような気がするんですけども、そういった当時

ですね、ご相談させて頂きながら、これは緊急対応の一貫

であるというところで、実施計画にすべてのものが全部書

かれているというものではございません。例えば、そのう、

本当に緊急的にホースを送るとか、バキュームカーをどう

するかっていう、そういったもの、仮設のものとかについて

はですね、実施計画に書かないというところがあったりもし

ますので、そういったところは柔軟に対応するというところ

で、当時ですね、実施計画に記載する事項に当たらない

というところを規制庁さんから審査の中でご判断頂いたと

いうふうに考えております。 

規制庁との面談資料ではトリチウム濃度上昇が緊急対応 

[司会] それじゃあ言いますけどね。この私の作成したカラ

ーのやつがありますよね。それの⑤を見てください。色が

塗ってある「参考」というところをみてください。2015 年 8 月

28 日面談資料再掲というのがあって、この面談資料はね、

今、規制委員会のホームページからは見ることができない

んですよ。2016 年以前のやつは国会のほうにもまだデー

タが行ってないのか知りませんけど。この資料は、④の一

番上のところに面談(2023.4.10)の資料の参考資料として

ついていたのがこの 8 月 28 日の面談資料なんですけど、

この面談資料の■が 5 つありますが、その 3 つ目、「集水

タンクにてトリチウム濃度が上昇した場合，集水タンクの水

質に影響を与えている可能性のあるサブドレンのくみ上げ

を停止することも検討する。一方，地下水ドレンは集水タ

ンクの水質に影響を与えている可能性があった場合にも，

海側遮水壁から地下水が溢れないよう，くみ上げを継続

する。」これはいいですよ。で、汲上げた水は集水タンクへ

行くことになっていたんですね、実施計画上は。で、その

下、「地下水ドレンでくみ上げた地下水は，トリチウム濃度

上昇時に備えて，緊急対応としてタービン建屋に移送で

きるよう移送ラインを設置済み。」これ、面談のときに言わ

れたんです。このときまで、規制庁には情報が行ってなか

ったんじゃないですか。 

[東電回答] 繰り返しになりますけども、当社としては 8 月

21 日に、その辺のところはすでに公開しているというところ

でございます。 

[司会] 規制庁には、いつ、報告されたんですか。実施計

画にない、このタービン建屋への移送ライン、これを設置

するということは、規制庁に事前に了解は得ていませんよ

ね。 

[東電回答] 繰り返しになりますけど、我々としては事前に

公表はさせて頂いているというところでございます。 

[司会] ちょっと待ってください。2015 年 1 月に認可がおり

ましたよね、このサブドレン等の本格運用、これの実施計

画変更申請が 2014 年の 12 月に行われて、2015 年 1 月

に認可がおりました。その認可が下りた、その実施計画に

は、このタービン建屋への移送ラインは一切書いてない。

そのときまでは、そういう移送は、全く念頭になかったんで

すよね。違いますか。 

[東電回答] 繰り返しになりますけど、実施計画に書くのは、

すべての・・・ 

[司会] ちょっと待ってください。このね、サブドレン、地下

水ドレンの本格運用に関する実施計画の変更申請が

2014 年の 12 月に出されて、2015 年の 1 月に認可が下り

てるんですよね。3 回も補正申請を出されている。その補

正申請を出したときにもタービン建屋への移送の必要性

は一切書かれていない。審査にもかかっていない。認可

がおりたのは、すべて集水タンクへ移送するということが書

かれた実施計画だったんです。ところが、その 1 月から 8

月の面談するまでに、あなたの主張だったら、その面談の
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前の 8 月 21 日までにこの移送ラインを設置された。その

設置に当たっては、原子力規制委員会に設置しますとい

う申し出はしていませんね。どうですか。 

[東電回答] ちょっとその辺の時系列ですね、当時、あれ

からもう 8 年経ってますので、どういった経緯だったのか、

そのへんの確認はさせて頂きたいと思いますが、まずは、

規制庁様からのご回答の通りですね、当時、緊急対応の

一環として、そういった記載を求められなかったと、いうとこ

ろだと思います。 

[司会] これはね、求めなかったんじゃなくて、あなた方が

規制委員会に申請していないから、あとで、事後報告され

て、求めなかったことにしようというふうにしたというふうに

私は認識しているんです。規制庁さんどうですか（規制庁

沈黙）。たぶんね、南山さんご存じないと思いますんで、

（原子力規制庁の）本庁に聞いてください。いつ、この件

について東電から移送ラインを設置するという事前の連絡

があったのか、なかったのか、事後報告は、いつあったの

か、それをちょっと確認して、事務局のほうに回答を頂け

ませんでしょうか。東電も同じようにお願いします。原子力

規制委員会に、タービン建屋の移送ラインの設置を申請

しなかったんですよね。しなかったかどうか、してないと思

うんですけど、そういうふうな意向も確認せずに、東電独

自の判断で設置して、事後承諾を得た、これに間違いな

いかどうか。持ち帰って確認してください。いいですか。 

「集水タンク満水時にタービン建屋へ移送」と言い出す 

[東電回答] その辺の時系列については確認したいと思

います。ただし、運用方針については、元々、先生の資料

にも運用方針を引用して記載して頂いておりますけども、

ここで言っているのは、運用ですので、満水のときには浄

化設備に移送せずに違うところに送るという、それはター

ビン建屋ですけども、そういったところも、元々のところに

は記載していたというところです。 

[司会] ちょっと待って、タービン建屋へ移送するとは書い

てないですわ。タンク等へ移送する、このタンク等というの

があって、これも問題なんですけど、この移送する、集水

タンクが満水時に 1,500Bq/L を超えたら、タンク等へ移送

して、そこで止まるというように図にはなってるんですね。

実施計画にはそう書いてある。だから、これはタンクなんで

すよ。ところが、このタンクの設置、タンクの仕様、タンクへ

の移送ライン、これは実施計画の中に出ていないんです。

この点はね、規制庁の瑕疵にあたると私は思うんですけど、

南山さんはこれもご存じないと思うんで、この実施計画に

ある、「タンク等への移送及び原因調査」というふうにフロ

ーチャートがあって、その図には書いてあるんですね。こ

のタンクそのものの仕様が実施計画にない。移送ラインの

移送配管、そのような規格も一切書いていない。だから、

タンクそのものの設計図も、ものそのものもないんじゃない

かと。これは実施計画の瑕疵といいますか、実施計画の

不備、重大な不備だと思うんですけど、不備だという指摘

があるんですけどどうでしょうかと本庁に聞いてください。 

実施計画の新旧記載内容の違いに規制庁が混乱 

[規制庁回答] 事実関係はもちろん確認いたします。私、

今日、持ってきている現実の今の実施計画のところをちょ

っと読ませて頂きますけども。地下水ドレンの集水設備と

いうことで、「地下水ドレン集水設備により汲上げた地下水

は集水タンクまたはタービン建屋へ移送する。」と、こういう

記載があります。ここの部分を言っているわけではないと

いうことですね。 

[司会] それはね、あのう、前処理設備が作られて、前処

理設備が作られた後のタービン建屋への移送なんです。

これは、前処理設備で出口濃縮水が出ますので、その出

口濃縮水を 3 号機タービン建屋へ移送する。それが、現

在の実施計画の記載なんです。その前処理設備ができる

前の状態がこの状態なんですね。そこには、集水タンクへ

すべて移送するとなっている。だから、今、南山さんが読

み上げられたやつは、新しいやつで、前処理設備の申請

されて、2017 年 2 月以降の話であって、それ以前の話で

はないんです。 

[規制庁回答] 承知しました。いずれにせよ、今持ってい

る書類では見えないということですね。 

[司会] そういうことです。南山さんはそのへんのことはご

存じないと思いますので、本庁にちょっと問い合せてくだ

さい。 

[規制庁回答] その当時の経緯がわかっている人間を含

めてですね、ちょっと確認をさせてい頂きます。あのう、1

点だけ。汚染水という範疇に、仮設のポンプでタービン側

へ移送して、汚染水というくくりに移送をすると、そのことは

我々としては問題ない。その当時の事実から考えても、汚

染水ということできちっと、それなりのタンクに移送されて、

処理をされていくという、この流れで問題はなかったという

ふうに思いますけども。その運用としても問題があったとい

うことですか。 

汲上げ水のトリチウム濃度が高く、集水タンクへ送れない 

[司会] 大いにあると思います。それを今から言います。で、

あのう、この⑤のところですね、これはですね、4 つ目の■

の「トリチウム濃度上昇時に備えて」とあります。これはね、

2015 年の 1 月に認可された後もですね、ウェルポイントか

らの汲上げ水とか、そこら辺のトリチウム濃度とか、セシウ

ム、ストロンチウムとか全部測ってるんですよ。そこで、トリ

チウム濃度が非常に高い、10 万 Bq/L 前後であったと、ウ

ェルポイント等についてはね。地下水ドレンを穴あけて、ド

レンの観測孔で取出した地下水のトリチウム濃度を検査し

ている。その検査した値については、③のところを見て頂

きますと、2015 年の 8 月と 10 月のサンプルがあって、地

下水ドレン中継タンク A と B が、3,800Bq/L とか、
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2,500Bq/L、これが徐々に上がっている。これがトリチウム

濃度なんです。実際に、こういうような、トリチウム濃度の上

昇というものをちゃんと測定して、確認しておったのが、こ

の 8 月、10 月の段階なんです。それ以前もたぶん確認し

ているんじゃないかと思いますが、私の手元にはこのデー

タしかなかったので、載せてますけども。8 月にタービン建

屋への移送ラインを設置したと仰っているときには、この

事前にトリチウム濃度上昇時に備えてと、目的は、地下水

汲上げ水が膨大に増えるからではなくって、トリチウム濃

度上昇時に備えてということなんですよ。だから、先ほどか

ら、東電さんが仰っているのは、地下水位2mのところで汲

上げ水を増やすんだと、これは汲上げて頂いたらいいん

ですよ。実施計画通りでは、集水タンクへ全部入れれば

いい、トリチウム濃度が低ければ、何の問題もない。集水

タンクはものすごい容量があって、空いた状態なんです。

その状態でなぜ、タービン建屋へ送る必要があるんかと。

そういうふうなことを考えた時に、トリチウム濃度が高かった

から、集水タンクへそのまま移送したら 1,500Bq/L を超え

てしまう。だから、タービン建屋へ移送したんだと。我々は

認識してるんです。そういう事実関係が、現に、この③の

データを見れば、あるから、こういうふうなことを言うと、要

するに実施計画上は、集水タンクへ全部移送して、そこで

浄化処理をして排水する。トリチウム濃度等が低ければ、

できた筈なんですけど。それができないということが予め

わかっていたから、タービン建屋へ移送した。というふうに

私たちは評価している。緊急事態と仰いましたけど、先ほ

ど説明されたのは、地下水位が 2m を超えた場合に汲み

上げをします。それが緊急事態ですと仰ってるんですけど、

それは事前に予想されたことで、海側遮水壁を閉合したら

地下水位が上がってくる。だから、汲上げなければいけな

い。そういうようなことはもう最初からわかっていた話で、そ

の話自身はですね、⑩を見て頂きますとですね、⑩の開

口部を、10m ぐらい開けてますよね、海側遮水壁。ここを

閉じちゃうと、⑩の下の矢印のように海へ地下水が溢れ出

てしまう。これは事前に予想されていて、閉合しなかった

んですよね。で、閉合するためには、地下水ドレンで汲上

げる態勢を整えなければならない。ところが、福島県漁連

の同意が得られていなかったので、なかなか閉められな

かった。こういう経緯があるんですね。県漁連の同意が

2015 年の 9 月に得られた。その理由はというと、ＡＬＰＳ処

理水は関係者の理解なしには海へ放出しませんという文

書確約があったからなんです。最初に議論した、関係者

の理解なしにはという約束の元はここなんですよ。文書確

約をやって地下水ドレンの運営体制が整って、海側遮水

壁が閉合できるようになった。閉合したら、当然地下水が

上がってくる。それは、緊急事態でも何でもなくって、十分

予想されていたことなんです。だから、緊急対応なんてい

うのはちゃんちゃらおかしくって、海側遮水壁を閉合した

ら、大量に地下水を汲上げなければならないことは十分

わかっていて、それに対する対応はしないといけない、そ

れは、集水タンクへ全部移送するということになっているか

ら、移送すればいい、そのために集水タンクは 1,235m3 と

いう大きなタンクを準備しておった。ところが、そこへ流さ

ずに、タービン建屋へ放り込んでいた。これはおかしいん

じゃないですか、というのが我々の主張なんですよ。集水

タンクが満杯になるような危機があったか？なかったです

よね。これは認めになられますよね。集水タンク 1,235m3、

29m3/日を毎日、1 週間やっても、満杯になるような危機は

出ませんよ。タービン建屋へ送った水、これを集水タンク

へ送っていても、集水タンクは全然満杯にはならない。危

機的な状態ではない。危機的になるのは、トリチウム濃度

が高いからなんです。違いますか。そのまま集水タンクへ

送っておったら、これは、1,500Bq/L を超えて「タンク等へ

移送」そこで止まということになってしまっていたはずや。

それをこっそりと、タービン建屋へ送った。そうでしょう。違

いますか。 

[規制庁回答] 今のご質問は東電へのご質問かと思いま

す。で、集水タンクからの移送先というのは、当然、処理す

るためのタンクへ戻すということもあり得るわけですよね。

当時。それは違いますか。 

[司会] あのね、中継タンクというのがあって、12m3、非常

に小さいタンクなんです。そこから、集水タンクへ行くという

ことになっているんですよ。集水タンクから中継タンクへ戻

すということはあり得ないです。 

[規制庁回答] 済みません。私が言ったのは、中継タンク

へ戻すんじゃなくて、例えば、正に今回やったように、ター

ビン建屋、それから、それを処理する設備のほうにわたす

ということは、その当時からあり得なかったということですか。 

[司会] いや、違います。中継タンクから集水タンクへ出し

ますね、集水タンクが満水になって、そこで、トリチウム濃

度を測って、1,500Bq/L 未満であれば、浄化装置へ回す

んです。浄化装置で処理されたやつを一時貯水タンク、

実施計画ではサンプルタンクというんですけど、そっちへ

回すんです。そこから排水処理が始まるんで。一時貯水タ

ンクへ送る水は 1,500Bq/L を十分下回っている水しか送

れない。だから、浄化設備へ送って、処理するんだけど、

トリチウム濃度が 1,500Bq/L を超えていると処理できませ

んから、これは浄化設備へ送らずに、1,500Bq/L を超えて

おったら、別のタンク等へ送る。そのタンクが存在してない

んですよ。 

本庁とは異なる実施計画記載内容の理解 

[規制庁回答] その意味で申し上げたのは、別のタンクと

いうのは、まさにタービン建屋経緯で、移送するラインとい

うのが私の理解なんですけど。要するに、薄ければ、当然、

処理して流しますね、という合意だと思いますし、そうでな

い場合は、流しませんと。汚染水として流しませんと、それ

が重要なところだと私も思いますので、そうでないような方

策をいろいろと考えてやっていたと、私は現時点で理解し
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ているんですが違いますか。 

[司会] 本庁の担当者の方は、「タンク等へ移送および原

因調査」、ここで止まる。そこから先、排水するとかいうこと

はやってはいけない。 

[規制庁回答] そうですか。 

[司会] だから、海洋放出はできない。それが混じってい

たらね。そういうことを仰った、それはその通りだと思いま

す。 

[規制庁回答] そういった処理を、濃いのをそのまま処理

して海洋に出さないと、こういうことですか。と理解している

と、こういうことですか。 

[司会] そういうことですね。 

[規制庁回答] そのためにいろんな方策を考えなくちゃい

けないということで、現地でもいろいろやっていると思いま

すけど、そういうことをやっていたということで・・・ 

[司会] そこは、認識を改めてもらいたいと思うんです。あ

のう、集水タンクへいった水が、タービン建屋へ行くとか、

そういうことは実施計画上、全く考えてなくって、タンクへ

移送して、そこで止まることになっているんです。「タンク等」

にタービン建屋が入っているかというと、入ってないんで

すよ。 

[規制庁回答] そこはあらためて確認させてください。私の

認識は、その当時から、濃い側の、汚染水側のタービン

建屋側に持っていくことはできると、私はそう理解したんで

す。 

[司会] そういうことであればね、集水タンクへ移送すべき

じゃないですか。 

[規制庁回答] もちろんできるだけそういうふうに持ってい

くことだと思いますし、そうならないから、緊急対応として、

仮設のポンプで２号タービン建屋へ持っていったというこ

と。集水タンクへ持っていくというのは、これは原則ですね、

ということは私も思います。ただ、中継タンクから２号タービ

ン建屋へ持っていきたいということに対して、きちっと説明

があって、そういう運用ならＯＫでしょうということも・・・ 

[会場] サブドレン・地下水ドレンの話でしょう。 

規制庁は規制する立場か、対策を提案する立場か 

[司会] あのね、規制庁さんの立場からいうと、実施計画

に書いてないようなものを、勝手にやられたら困るという立

場が原則じゃないんですか。 

[規制庁回答] 仰るとおりです。原則としてはそうです。原

則を守らなければ、緊急対応できないということであれば、

それは、緊急対応として、それは認めましょうという・・・ 

[司会] ただ、これは突然起こったことではなくて、海側遮

水壁を閉合したら、当然、地下水が上がってくるんですよ。

だから、それをどうするかというと、それを汲上げて、集水

タンクへ入れればいい。これが、実施計画の中身なんで

す。集水タンクへ送って、そこで、1,500Bq/L を超えれば、

それはタンク等へ移送してそこで止まる、ということになっ

ているんで。その手続きをやるだけなんですよ。 

[規制庁回答] 地下水についてはその通りだと思いますし、

そこから一歩も出ないんだと仰ることに対しては、集水タン

クから処理側に持って行けるというのが、私の理解ですの

で。それは確認します。 

[司会] そこは違うと思います。 

[規制庁回答] そこは違うと思いますので、明確に論点が

なったかと思いましたので、まあ、そこは確認したいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

緊急対応でなければ、実施計画記載対象になる 

[司会] どうぞ。最後に、実施計画対象設備かどうかという

ことで、ちょっと意見が分かれているんですけど。この 2 号

機へのタービン建屋への移送ライン、これは実施計画対

象設備ではないから、実施計画に書く必要がないというふ

うには規制庁さん、言ってないんですけどね。緊急対応だ

から実施計画に書く必要はないですよ。緊急対応でなけ

れば、緊急事態がなければ、それは実施計画にちゃんと

書かないといけないという立場ですよね。 

[規制庁回答] それはもちろん。 

[司会] だから、今、問題になっているのは、東電が、そう

いう「危機的な事態」を作り上げて、緊急事態だから移送

ラインを勝手に作ることを認めてくれと、事後承諾を求めて

いると私たちは評価しているんですけど、今、東電は言葉

をあやふやにされているんです。そこんところについても、

規制庁さんのほうで、事実確認をちゃんとしてください。こ

の移送ラインというのは、規制対象のやつではないのか、

実施計画対象ではないのかどうかね。本来なら、対象な

んだけども、緊急事態やからしょうがないという判断だった

と、私は思うんですけど、それは確認してください。 

仮設ポンプによる緊急対応を定常的にやるのはまずい 

[規制庁回答] わかりました。しかし、しかしって言うのは、

確認はしますけども、そこんところは若干違うところがあっ

て、原則から外れたというところはその通りだと思います、

その状況から言うと。仮設のポンプをどこそこに置いて、こ

こを、緊急だから汲上げて、タービン建屋へ持っていきま

すと、それが定常的にやるんであれば、それはまずいでし

ょうというふうになりますね。そこは、立場としては明確に言

っておけると思いますけども。 

[司会] 定常的にやってはったんですよ。 

[会場] ６.５万トンですよ、６.５万トン。 

[司会] ６.５万トン、ずっとやってはったんで、そこは違うで

しょうと。この問題はですね、やり始めると、すごく時間が
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かかるので、これぐらいにしておきたいと思います。1mSv/

年の問題もあるので、ここらへんはちょっと、積み残しが出

るんですけど、少なくとも、今日議論した中身については、

持って帰って再度回答してください。 

[司会] 今回は、時間厳守という約束で、私は初めのほう

を取り仕切れなかったというか、余りにも皆さんの思いがな

かなか東電に届いてないというところで、結果的にそうな

ってしまって、申し訳なかったと思います。ただ、1mSv/年

の問題も全然、議論できなかったし、今、宿題もいくつか

出ましたので、こちらでも整理をして、改めて文書でやりと

りするなりした上で、ただ、結論として、また、初めに戻りま

して、現時点で、皆さんの思いとしても、理解ができていな

い、この実施計画等々、地下水の問題も、クリアされてい

ない。それで、関係者の理解なしには流しません、陸上保

管しますということを遵守するなら、流せないでしょう、と、

そこだけは、なかなかうんとは言わないでしょうけど、今日

の結論として確認をさせて頂きたい。こんな状態では流せ

ないですよ、約束を本当に守るんだったら、そういうことで

す。東電の皆さん、皆さんもお疲れ様でした。 

ＩＡＥＡ報告は「錦の御旗」にはならない 

海洋放出には、理解なし、約束違反、信頼なし 

[脱原発福島県民会議 佐藤さんの締めの挨拶] ＩＡＥＡと

か、規制委員会の許可を得たとか。あるいは工事が終わ

ったとか。いよいよもって、夏だ。もう判断する時期だ。流

していい。そういうふうな局面にあるかと思うんですけど、Ｉ

ＡＥＡは錦の御旗にもなんないし、工事着工、規制委員会

認可、そしてＩＡＥＡ、これ、３種の神器にもなんないし、今、

ひとつ大きな理解はね、世論なんですよ。そこに住んでい

る住民の方々、そして、全世界のね、関係者なんですよ。

いわんやね、東京電力が、あるいは国が出てきたが、関

係者の害なんて一度も言わない。せめて、せめて、漁業

関係者にだけは認めるんだ。であれば、漁業関係者は何

て言ってますか、全漁連も、県漁連も近隣の漁連も、北海

道の漁連も、それから、相馬双葉漁業組合がね、直談判

してお願いに行っているわけでしょう。だから、改めて、重

ねて、重ねて、重ねて反対なんですよ。だから、この世論

をクリアできない限りは、流せませんよ。本当にね。流した

らダメですよ。小野さんが言っているように、海は仕事場な

んですよ。過去の時代から、地域の中に住み暮らした、生

業、文化なんですよ。それを守れなかったならば、何のた

めの復興なんですか。改めて、もう一回ね、しっかり受け

止めて、関係者の理解は、未だにちゃんとした回答を得ら

れていない、言わば、理解されてない、そして、約束違反、

皆さん方に信頼がない、この 3 種の神器ですよ。そういう

中では、海洋放出はできませんということをね、この夏、今

の時期、明言してください。よろしくお願いします。（大きな

拍手） 

「待った」はある、一度立ち止まって、冷静に考えよ 

[新地町の漁業者 小野さんの締めの挨拶] 本当にお願

いしたいのは、岸田さんが待ったなし。何が待ったなしな

んだか。「待った」はあるんです。一度立ち止まって、冷静

に考えれば、子どもでもわかるんですよ、答えが。流せば、

福島県がなくなる可能性がありますよ。福島は死ぬんです

か。３月１１日に東京のために事故を起こしたのはしようが

ない、それはね。今後なくせばいいんだから。ただ、今、

流せば、また、とんでもない事態が起きますよ、これ。慌て

る必要はないですよ、これ。本当に、冷静に考えて、一度

立ち止まって、「待ったなし」なんて、岸田総理ね、「私の

判断で」なんていわないで、冷静に考えれば、子どもでも

わかるんです、これ。海に流したらダメだってことは。どうか

お願いします。（大きな拍手） 

(了) 
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